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主 文

１ 原判決主文１項及び４項を次のとおり変更する。

(1) 麹町税務署長がＰ１に対して平成１４年３月２９日付けでし

た同社の平成１０年７月１日から平成１１年６月３０日までの事

業年度の法人税についての決定処分及び無申告加算税賦課決定の

うち，所得金額８１億４３４９万８８０３円，納付すべき税額２

８億０８７４万６８００円及び無申告加算税額４億２１３１万１

０００円を超える部分をいずれも取り消す。

(2) 控訴人東京国税局長が被控訴人Ｐ２に対して平成１４年６月

７日付けでした納税者Ｐ１の滞納国税に係る第二次納税義務によ

る納付告知処分のうち，第二次納税義務者として納付すべき限度

の額６９億００７４万０４００円を超える部分（ただし，納付限

度額について，同１６年１月２９日付け審査裁決により一部取り

消された後のもの）を取り消す。

(3) 被控訴人Ｐ２のその余の各請求をいずれも棄却する。

２ 控訴人江東西税務署長及び控訴人品川税務署長事務承継者渋谷税

務署長の各控訴をいずれも棄却する。

３ 被控訴人Ｐ３株式会社と控訴人江東西税務署長との間に生じた控

訴費用は同控訴人の，被控訴人Ｐ２と控訴人品川税務署長事務承継

者渋谷税務署長との間に生じた控訴費用は同控訴人の各負担とし，

被控訴人Ｐ２と控訴人国及び控訴人東京国税局長との間で生じた訴

訟費用は，第１審，２審を通じ，これを５分し，その２を同控訴人

らの負担とし，その余を被控訴人Ｐ２の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 控訴の趣旨

１ 原判決中，控訴人ら敗訴部分を取り消す。
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２ 被控訴人らの請求をいずれも棄却する。

第２ 事案の概要

１ 本件は，株式の譲渡を巡る課税処分の適法性が争われた事案であり，その譲

渡関係は，次のとおりである。

ａ 平成９年６月２３日，被控訴人Ｐ２が，Ｐ４株式会社（以下，同社を「Ｐ

４」といい，その株式を「Ｐ４株式」という。）に対し，株式会社Ｐ５の株

式（以下，同社を「Ｐ５」といい，その株式を「Ｐ５株式」という。）３万

６０００株を代金９億０６４４万４０００円（１株当たり２万５１７９円）

で譲渡した（「本件Ｐ５株式譲渡」と略称する譲渡）。

ｂ 平成１１年１月１２日，オーストラリア連邦法人であるＰ１が，被控訴人

Ｐ２に対し，Ｐ４株式６００株を代金１３億８０００万円（１株当たり２３

０万円）で譲渡した（「本件譲渡１」と略称する譲渡）。

ｃ 平成１１年２月２日，被控訴人Ｐ２が，被控訴人Ｐ３株式会社（以下「被

控訴人会社」という。）に対し，Ｐ４株式６００株を代金１２１億９１７８

万２８００円（１株当たり２０３１万９６３８円）で譲渡した（「本件譲渡

２」と略称する譲渡）。

平成１１年２月２日，Ｐ６外３名が，被控訴人会社に対し，各人が有するd

Ｐ４株式合計１００株を代金合計２０億３１９６万３８００円（１株当たり

２０３１万９６３８円）で譲渡した（「本件譲渡３」と略称する譲渡）。

上記のような株式の譲渡関係の下で，本件は，

(1) 麹町税務署長が，Ｐ１に対して，本件譲渡１におけるＰ４株式の譲渡価

額は時価に比し低額であるから，譲渡時の適正な価額と譲渡価額との差額相

当額が法人税法１４２条によって準用される同法２２条２項に規定する「収

益の額」として，「当該事業年度の益金の額」に算入され，低額譲渡に係る

譲渡価額と適正な価額との差額が，同法１４２条によって準用される同法３

７条７項（平成１４年法律第７９号による改正前のもの。以下同じ。）に基
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づく譲渡の対価の額と譲渡時における価額との差額として寄附金の額に算入

されるとして，法人税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分を行い，

さらに，控訴人東京国税局長（以下「控訴人国税局長」という。）が，被控

訴人Ｐ２に対して，本件譲渡１は，国税徴収法（以下「徴収法」という。）

３９条にいう著しく低い額の対価による譲渡に当たるとして，第二次納税義

務の納付告知処分を行ったのに対して，被控訴人Ｐ２が，本件譲渡１は，株

式の売買という法形式が採られているものの，その実質は，被控訴人会社の

株式公開の円滑な実現を目的とした，Ｐ５株式の一時的な預託行為の一部と

しての株式の返還にほかならず，本件譲渡１が適正な価額より低い対価をも

ってする低額譲渡に当たらず，処分行政庁である麹町税務署長がＰ１に対し

てした法人税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分は違法であると主

張して，控訴人国に対して，これらの処分の取消しを求め（原裁判所平成１

８年（行ウ）第２２７号事件，以下「第４事件」という。），また，本件譲

渡１の譲受け価額は徴収法３９条にいう著しく低い額の対価に当たらないな

どと主張して，控訴人国税局長に対して，上記第二次納税義務納付告知処分

の取消しを求め（原裁判所平成１６年（行ウ）第１６７号事件，以下「第１

事件」という。），

(2) 品川税務署長が，被控訴人Ｐ２がＰ１から本件譲渡１の譲受け価額が適

正な価額に比して低額で，譲受け価額と適正な価額との差額が所得税法３６

条１項に規定する経済的利益に当たり，一時所得に該当するとして，所得税

の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行ったのに対し，被控訴人

Ｐ２が，本件譲渡１の譲受け価額は適正な価額より低い対価をもってする資

産の譲受けに当たらないなどと主張して，控訴人品川税務署長事務承継者渋

谷税務署長（以下「控訴人渋谷署長」という。）に対して，これらの処分の

取消しを求め（原裁判所平成１６年（行ウ）第１６８号事件，以下「第２事

件」という。），
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(3) 控訴人江東西税務署長（以下「控訴人江東西署長」という。）が，被控

訴人会社が控訴人Ｐ２外４名からそれぞれ譲り受けた本件譲渡２及び本件譲

渡３の譲受け価額が適正な価額に比して低額であるとして，譲受け価額と適

正な価額との差額が法人税法２２条に規定する益金（受贈益）に当たるとし

て，被控訴人会社に対し，法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定

処分をしたのに対して，被控訴人会社が，本件譲渡２及び本件譲渡３の譲受

け価額は，税理士の評価に基づく適正な価額であって低額譲受けには当たら

ないなどと主張して，控訴人江東西署長に対して，これらの処分の取消しを

求めた（原裁判所平成１６年（行ウ）第１６９号事件，以下「第３事件」と

いう。）事案である。

２ 原審は，本件譲渡１が，適正な価額より低い対価をもってする低額譲渡に当

たらないと認定して，第１事件において，控訴人国税局長が被控訴人Ｐ２に対

して行った第二次納税義務の納付告知処分を違法として取り消し，第２事件に

おいて，品川税務署長が行った上記所得税更正処分のうち所得税申告書に記載

された額を上回る部分を違法とし，また，所得税更正処分に係る過少申告加算

税賦課決定処分も違法としていずれも取り消し，第４事件において，本件譲渡

１が低額譲渡に当たらない場合におけるＰ１の課税関係及びその計算根拠につ

いて主張及び立証はないとして，処分行政庁である麹町税務署長がＰ１に対し

て行った法人税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分を違法として取り

消した。また，第３事件においては，本件譲渡２及び本件譲渡３の譲受け価額

が適正な価額に比して低額とはいえないと認定して，被控訴人会社に対する法

人税更正処分等のうち所得金額５５５億２１１６万５８３９円，納付すべき税

額２１４億３８０３万６２００円を超える部分及び過少申告加算税額１６９万

１０００円を超える部分を違法として，いずれも取り消し，被控訴人会社のそ

の余の請求を棄却した。

そこで，控訴人らが敗訴部分の取消しを求めて控訴した。
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３ 前提事実及び控訴人らが主張する被控訴人らの税額等については，原判決

「事実及び理由」欄の「第２ 事案の概要」の１項及び２項に記載のとおりで

あるから，これを引用する。

４ 争点

(1) Ｐ１に対する本件決定処分等の違法性（第４事件）

ア 本件譲渡１は，譲渡時におけるＰ４株式の適正な価額より低い対価をも

ってする資産の低額譲渡に当たり，譲渡時の適正な価額と本件譲渡１の代

金との差額相当額が法人税法１４２条によって準用される同法２２条２項

に規定する「収益の額」として，「当該事業年度の益金の額」に算入され，

低額譲渡に係る譲渡価額と適正な価額との差額が，同法１４２条によって

準用される同法３７条７項の規定により，寄附金の額に含まれるか。

イ 本件譲渡１の時点におけるＰ４株式の適正な価額を純資産価額方式によ

って算出する場合，

(ア) Ｐ４が所有するＰ５株式の評価においては，Ｐ５が所有する投資有

価証券としての被控訴人会社株式の価額を，財産評価基本通達１７４

（平成１４年課評２－２，課資２－５による改正前のもの。以下「通達

１７４」といい，財産評価基本通達を「評価通達」という。）の(1)の

イ，ロのいずれを準用して評価すべきか。

(イ) Ｐ４株式の評価及びＰ４が所有するＰ５株式の評価において，評価

差額（相続税評価額と帳簿価額との間の純資産価額の差額）に対する法

人税額等相当額（法人税，事業税，都道府県民税及び市町村民税各税の

各税額合計相当額，以下同じ。）を控除して１株当たりの純資産価額を

算出すべきか。

(2) 被控訴人Ｐ２に対する本件納付告知処分の違法性（第１事件）

ア 本件譲渡１は，徴収法３９条に規定する「著しく低い額の対価による譲

渡」に当たるか。
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イ Ｐ１の滞納国税につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足す

ると認められることが，本件譲渡１に基因すると認められるか。

ウ 本件納付告知処分が，本件所得税更正処分等とともに被控訴人Ｐ２に対

する実質的な二重課税といえ，課税権を著しく濫用したものとして，違法

といえるか。

(3) 被控訴人Ｐ２に対する本件所得税更正処分等の違法性（第２事件）

ア 本件譲渡１は，譲受時におけるＰ４株式の適正な価額より低い対価によ

る資産の低額譲受けに当たり，譲受時の適正な価額と本件譲渡１の代金と

の差額相当額が所得税法３６条１項に規定する「経済的な利益」といえる

か。

イ (1)イ(ア)(イ)と同一。

ウ 本件所得税更正処分等が，本件納付告知処分とともに被控訴人Ｐ２に対

する実質的な二重課税といえ，課税権を著しく濫用したものとして，違法

といえるか。

(4) 被控訴人会社に対する本件法人税更正処分等の違法性（第３事件）

ア Ｐ７税理士の作成したＰ４株式の鑑定評価書（乙８。以下「Ｐ７評価

書」という。）に基づいて定められた譲渡価額は，本件譲渡２及び本件譲

渡３の時点におけるＰ４株式の適正な価額とはいえず，本件譲渡２及び本

件譲渡３は，譲受時におけるＰ４株式の適正な価額より低い対価をもって

する資産の低額譲受けに当たり，譲受時の適正な価額と本件譲渡２及び本

件譲渡３の各代金との差額相当額が法人税法２２条２項に規定する「収益

の額」として，「当該事業年度の益金の額」に算入されるか。

イ 本件譲渡２及び本件譲渡３の時点におけるＰ４株式の適正な価額を純資

産価額方式によって算出する場合，

(ア) Ｐ４が所有するＰ５株式の評価においては，Ｐ５が所有する投資有

価証券としての被控訴人会社株式の価額を，通達１７４の(1)のイ，ロ
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のいずれを準用して評価すべきか。

(イ) Ｐ４株式の評価及びＰ４が所有するＰ５株式の評価において，評価

差額に対する法人税額等相当額を控除して１株当たりの純資産価額を算

出すべきか。

５ 当事者の主張

(1) 争点(1)（Ｐ１に対する本件決定処分等の違法性・第４事件）について

（控訴人国の主張）

ア 本件譲渡１は，譲渡時におけるＰ４株式の適正な価額より低い対価をも

ってする資産の低額譲渡に当たる。

(ア) 本件譲渡１の譲渡価額（１株当たり２３０万円）は，本件譲渡２及

び本件譲渡３の譲渡価額（１株当たり２０３１万９６３８円）と比較し

ただけでも，譲渡時における適正な価額より低い対価をもってされたこ

とは明らかである。

(イ) 最高裁平成６年（行ツ）第７５号同７年１２月１９日第三小法廷判

決・民集４９巻１０号３１２１頁（以下「最高裁平成７年判決」とい

う。）が判示するように，法人税法上の資産の低額譲渡とは，資産を

「譲渡時における適正な価額より低い対価をもって」譲渡することをい

うのであるから，当該譲渡における具体的な譲渡価額とその資産の「譲

渡時における適正な価額」と比較検討して判断すべきであり，「適正な

価額」とは，当該財産につき，不特定多数の当事者間において自由な取

引が行われる場合に通常成立すると認められる価額（客観的交換価値）

と解すべきであり，結局時価相当額を意味する。

(ウ) 法人税法２２条２項の趣旨が適正な価額で取引を行った者との間の

税負担の公平の確保・維持にあることや，資産の担税力が時価相当額と

認められることからすれば，法人が資産を他に譲渡した場合，譲渡者た

る法人において，流入した経済的価値が譲渡時における適正な価額の一
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部である場合には，流入した経済的価値に加えて当該資産の適正な価額

との差額も，同項の定める益金に算入されることになる。そして，この

益金の額は，譲渡にかかる資産自体の客観的な交換価値を基準として算

定すべきであって，再売買予約という特約を考慮することは許されない。

(エ) したがって，本件譲渡１の時点におけるＰ４株式６００株の適正な

価額が，本件譲渡１の譲渡価額を上回るときには，法人税法１４２条に

よって準用される同法２２条２項により，その適正な価額を，Ｐ１の平

成１１年６月期の所得の金額の計算上，本件譲渡１によりＰ１に生じた

収益の額として，益金の額に算入すべきであり，低額譲渡に係る譲渡価

額と適正な価額との差額が，同法１４２条によって準用される同法３７

条７項の規定により，寄附金の額に含まれることになる。

(オ) 本件譲渡１は，株式の売買であり，それ自体独立した課税要件充足

行為であって，次のＡからＦのとおり，被控訴人Ｐ２が主張するような

再売買予約付き譲渡契約に基づく義務の履行と位置づけることはできな

い。

Ａ 本件Ｐ５株式譲渡は被控訴人Ｐ２とＰ４との取引であり，本件譲渡

１はＰ４株式についての被控訴人Ｐ２とＰ１との取引であって，両取

引は，売買の当事者も目的物も異なるのであるから，被控訴人Ｐ２が

主張するところの再売買予約があったとは認められず，もとよりその

履行でもない。

Ｂ 「 」と題する文書（甲２１の１。以下「覚書１」MEMORANDUM

という。）は被控訴人Ｐ２，Ｐ８及びＰ９との間で，「 」Agreement

と題する文書（甲２１の２。以下「覚書２」という。）は被控訴人Ｐ

２とＰ８との間でそれぞれ交わされているのであって，いずれにおい

てもＰ４又はＰ１の法人としての意思表示はされていないから，覚書

１又は覚書２の合意が被控訴人Ｐ２とＰ４又は被控訴人Ｐ２とＰ１と
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の間で有効に成立したものとはいえない。

Ｃ また，本件Ｐ５株式譲渡に係る売買契約書（甲２０。以下「Ｐ５株

式売買契約書」という。）には，覚書１又は覚書２についての記載が

ない上，覚書１及び覚書２は，本件Ｐ５株式譲渡の３か月後である平

成９年９月１７日に作成されたものであること，本件譲渡１は，被控

訴人Ｐ２とＰ１との間の取引であるのに対して，Ｐ５株式の売買契約

並びに覚書１及び覚書２がＰ１以外の者を当事者として締結されてい

ることをも併せ考えれば，被控訴人Ｐ２が主張するようにＰ５株式の

売買契約が再売買予約付きで締結され，これが被控訴人Ｐ２，Ｐ４及

びＰ１の三者間で成立したとは解し得ない。

Ｄ Ｐ１においては，名義上の取締役が必要だった合理的理由は存在し

ないのであるから，Ｐ８が本件譲渡１の時点に，Ｐ１の事実上の業務

執行取締役であったと認めることはできない。また，Ｐ８がＰ１の実

質株主であることを明らかにする客観的な根拠は何ら示されていない

ばかりか，Ｐ１の会社履歴情報抜粋の記載，Ｐ９とＰ１０との間にＰ

１株式の売買契約が存在すること，Ｐ１からＰ９に平成１０年９月に

１８万オーストラリアドルの配当金が支払われていることなどを考慮

すると，Ｐ１０とＰ６がいずれもＰ１の実質株主であると認められ，

Ｐ８が実質株主であったと認めることはできない。したがって，Ｐ８

が，本件譲渡１の時点においてＰ１の実質株主ないし実質的支配者で

あったとは認められない。

Ｅ 仮に，覚書１，２による再売買予約が被控訴人Ｐ２，Ｐ４及びＰ１

の三者間で成立していたとしても，覚書１，２と同時に作成された

「 」と題する文書（乙２４。以下「覚書３」という。）にAgreement

よれば，被控訴人Ｐ２とＰ８は，覚書１，２において合意したＰ４株

式の譲渡価額について，日本の国税当局に否認される可能性を予想し，
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その場合にはその売買価格を変更して差額を支払うことを予定してい

たことが認められるから，Ｐ４株式の再売買価格なるものが，本件Ｐ

５株式譲渡の時点においてはもちろん，覚書１ないし覚書３の作成時

点においても１３億８０００万円に確定したものではなかったことは

明らかである。

Ｆ Ｐ４は，Ｐ５の発行済株式の１００パーセントを所有しているので

あるところ，Ｐ６らに対するＰ４株式の第三者割当増資に伴い，Ｐ１

が間接的に所有するＰ５株式の割合は１００パーセントから約８５．

７パーセントに減少することとなり，本件譲渡１によっても，被控訴

人Ｐ２が間接的にＰ５株式の全部を買い戻すことはできなくなる。仮

に，被控訴人Ｐ２が，Ｐ１との間の取引によって，間接的にＰ５株式

の全部を買い戻すことができるとしても，それは，Ｐ１がＰ４の発行

済株式の１００パーセントを所有していることが前提となる。したが

って，上記前提を欠いた本件譲渡１が，再売買予約付き譲渡契約に基

づく譲渡であると解することはできない。

イ 本件譲渡１によってＰ１から被控訴人Ｐ２に譲渡されたＰ４株式の適正

な価額（時価）は，法人税基本通達９－１－１４(4)，９－１－１５（平

成１２年課法２－７による改正前のもの。以下同じ。）並びに評価通達１

８５（平成１２年課評２－４，課資２－２４９による改正前のもの。以下

「通達１８５」という。）の定めに従い，純資産価額方式によって算定す

べきであり，その評価時点は，本件譲渡１の時点，すなわち平成１１年１

月１２日時点ということになる。

ウ 本件譲渡１の時点におけるＰ４株式の適正な価額を純資産価額方式によ

って算出する場合，Ｐ４がＰ５株式を介して間接所有する被控訴人会社株

式は，通達１７４の(1)ロを準用して評価すべきであり，被控訴人会社株

式の適正な価額（時価）は，本件譲渡１の時点である平成１１年１月１２
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日のＰ１１協会により公表されている被控訴人株式の高値３３３０円及び

安値３０００円の平均値である３１６５円となる。

(ア) 本件譲渡１の時点において，Ｐ４は，Ｐ５株式を介して被控訴人会

社株式を間接的に所有していたことから，Ｐ４株式の評価を純資産価額

方式で行う場合には，本件譲渡１の時点における被控訴人会社株式の適

正な価額を算定する必要があるが，被控訴人会社は，当時店頭銘柄とし

て登録されていたことから，法人税基本通達９－１－１４(4)，９－１

－１５の定めを準用し，通達１７４を準用して評価することになる。通

達１７４は，気配相場のある株式の評価についての定めであり，同(1)

イにおいては，登録銘柄及び店頭管理銘柄の評価額について，Ｐ１１協

会により公表されている課税時期の取引価格によって評価することを原

則としつつ，そのただし書において「その取引価格が課税時期の属する

月以前３か月間の毎日の取引価格の各月ごとの平均額のうち最も低い価

額を超える場合には，その最も低い価額によって評価する」と定めてい

る。このただし書が設けられている趣旨は，偶発的な財産の無償取得で

ある相続や贈与においては，課税要件事実が臨時偶発的に発生するため

課税時期を選べず，株式の時々の値動きの影響が偶発的に作用すること

に配慮し，一定の期間における取引価格の実勢をも考慮することとした

ものである。

しかし，負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した登録

銘柄及び店頭管理銘柄の評価額については，負担付贈与等による財産の

取得は，一般の売買取引に準じた対価を伴う経済取引行為であり，一般

の相続や贈与による財産の取得のような偶発的な無償取引であること等

に配慮した評価上のしんしゃくは不要であると考えられることから，評

価上のしんしゃくを行わず，原則的な評価方法であるＰ１１協会により

公表されている課税時期の取引価格によって評価することとしている
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（通達１７４の(1)ロ）。

(イ) 被控訴人会社は，被控訴人会社株式の適正な価額（時価）の算定に

当たっては，評価上のしんしゃく又は評価の安全性を考慮すべきであり，

通達１７４の(1)イただし書により，本件譲渡１が行われた月以前３か

月間の毎日の取引価格の各月ごとの平均額のうち最も低い価額とＰ１１

協会により公表されている課税時期の取引価格のうち，低い価額により

評価すべきである旨主張する。

しかしながら，通達１７４の(1)イにただし書が設けられている趣旨

は，上記(ア)のとおりであり，本件譲渡１のような一般の売買取引につ

いては，通達１７４の(1)ロの場合に当たり，相続や贈与による財産の

取得のような無償取引の偶発性に配慮した評価上のしんしゃくは不要で

あるから，被控訴人会社の主張は理由がない。

(ウ) 被控訴人Ｐ２は，第三者割当増資，株式交換及びＴＯＢ等を行う場

合の株式の価格決定に，一定期間の取引相場の平均値が用いられた事例

が多いことを根拠として，被控訴人会社株式の評価方法として，３か月

間の取引価格の平均値を用いる方法，具体的には，平成１０年１０月２

２日から，本件譲渡２及び本件譲渡３に係る取締役会決議の日の前日で

ある同１１年１月２１日までの３か月間の被控訴人会社株式の取引価格

の平均値により評価すべきである旨主張する。しかしながら，そもそも，

本件譲渡１は，Ｐ１と被控訴人Ｐ２との間の相対の売買取引であり，第

三者割当増資等を行う場合と同列に扱うべきではない。すなわち，第三

者割当増資等を行う場合の株式の価格決定に，一定期間の取引相場の平

均値が用いられた事例が存在し，仮に，それが，被控訴人Ｐ２が主張す

るように，株価は，会社の業績のほか，為替や金利といった経済的要因，

政局や天災といった経済的要因以外の要因，そのほか市場関係者の思惑

といった種々雑多なものの影響を受け，時に急激に値を上げ，あるいは
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値を下げることがあるため，そのような不安定要素を排除する目的から，

一時点ではなく一定期間の平均値を用いることが一般化しているとして

も，これは，利害関係の相反する当事者間の取引を前提としているので

あって，そのことを根拠に，いわゆる特殊関係のある当事者間の相対取

引における上場株式の適正な価額（時価）を３か月の株価の平均によっ

て算定すべきであるという結論は，直ちには導かれないのであって，被

控訴人Ｐ２の主張は理由がない。そして，一定期間の株価の平均値は，

あくまでも，一定期間における株式の取引価格の中間的な値でしかなく，

取引時点の適正な価額（時価）とはいえないから，本件譲渡１の時点に

おける被控訴人会社株式の適正な価額（時価）の算定に当たり，３か月

間の取引価格の平均値を用いることはできない。

エ 本件譲渡１の時点におけるＰ４株式の適正な価額を純資産価額方式によ

って算出する場合，Ｐ４株式及びＰ４が所有するＰ５株式の純資産価額の

算出において，評価差額に対する法人税額等相当額を控除しないで算出す

べきである。

(ア) 被控訴人らは，最高裁平成１４年(行ヒ)第１１２号同１７年１１月

８日第三小法廷判決・裁判集民事２１８号２１１頁（以下「最高裁１７

年判決」という。）及び最高裁平成１６年(行ヒ)第１２８号同１８年１

月２４日第三小法廷判決・裁判集民事２１９号２８５頁（以下「最高裁

１８年判決」といい，最高裁１７年判決と併せて「本件各最高裁判決」

という。）の判示は，平成１２年通達改正前のすべての取引における取

引通念においても妥当することを明らかにしたものであり，平成１１年

に行われた本件譲渡１ないし３にも妥当するものであるとして，Ｐ４株

式の純資産価額の算定に当たっては，評価差額に対する法人税額等相当

額を控除すべきである旨主張する。

(イ) 本件各最高裁判決は，所得税基本通達については平成１２年課資３
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－８，課所４－２９による改正により，法人税基本通達については平成

１２年課法２－７による改正により，所得税及び法人税の課税における

１株当たりの純資産価額の評価に当たり法人税額等相当額を控除しない

ことが規定されるに至ったのであって，この改正前に行われた株式の取

引時点において，通達１８５が定める１株当たりの純資産価額の算定方

式のうち法人税額等相当額を控除する部分が，所得税課税あるいは法人

税課税における評価に当てはまらないということを関係通達から読み取

ることが，一般の納税義務者にとって不可能である旨判示した。

しかしながら，本件各最高裁判決は，純資産価額の算定に当たって法

人税額等相当額を控除すべきとする判断が，これが平成１２年通達改正

前のすべての取引における取引通念として妥当することを明らかにした

ものではなく，「法人税額等相当額を控除することが通常の取引におけ

る当事者の合理的意思に合致しない」場合，ひいては，法人税額等相当

額を控除することに「課税上の弊害がある」場合には，法人税額等相当

額を控除しないで算定された１株当たりの純資産額をもって，所得税基

本通達２３～３５共－９(4)（平成１０年課法８－２，課所４－５によ

る改正前のもの），又は，法人税基本通達９－１－１４(4)にいう「１

株当たりの純資産額等を参酌して通常取引されると認められる価額」に

当たる余地があることを判示しているものと解すべきである。本件各最

高裁判決は，昭和６２年当時又は平成７年２月ころの「通常の取引にお

ける当事者の合理的意思」を踏まえて判断したものであり，これと異な

る当事者の合理的な意思が認められる場合には，異なった結論となるべ

きである。

(ウ) 最高裁１８年判決にいう「通常の取引における当事者の合理的意

思」というのは，評価の対象（課税処分の対象）となる非上場株式を所

有又は売買した当事者の認識をいうのではなく，当該非上場株式の売買
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取引のうち評価の対象とならない（当該課税処分の対象取引とは別の）

売買取引における当事者の認識をいうものであり，Ｐ４株式１株当たり

の純資産額の評価において，法人税額等相当額を控除することが通常の

取引における当事者の合理的意思に合致するか否かとの判断に当たって，

本件譲渡１の各取引当事者の認識を考慮する必要はない。したがって，

被控訴人Ｐ２は，本件譲渡１の当時，Ｐ１及び被控訴人Ｐ２に法人税額

等相当額を控除しないことが適正な評価であることの認識は全くなかっ

た旨主張するが，その主張自体が失当である。

(エ) 本件譲渡１がされた平成１１年１月以前から，所得税課税に関し，

取引相場のない株式の売買を行う場合の適正な価額（時価）の算定に当

たって，法人税額等相当額を控除しないとする裁決例や裁判例が公表さ

れていたこと，さらには，所得税基本通達の一般的な解説書である「所

得税基本通達逐条解説」においても，所得税法３６条２項に規定する収

入金額の算定について定めた所得税基本通達２３～３５共－９の解説の

中で同様の裁決例を紹介する解説が記載されていることから，本件譲渡

１の時点において，法人税額等相当額を控除すべきでないと認識するこ

とは，一般の納税者にとって不可能ではなかったといえる。

(オ) また，本件譲渡１ないし３の当事者でないＰ７税理士が，平成１０

月１２月当時においてＰ４株式の売買取引を行う場合の価額算定のため

に作成したＰ７評価書においても，法人税額等相当額を控除することな

くＰ４株式の純資産価額を算定しているのであって，このことは，平成

１０年１２月時点で，法人税額等相当額を控除することが当事者の合理

的な意思に合致するものでなかったことを示しているといえる。のみな

らず，Ｐ７税理士は，被控訴人会社から平成９年５月２０日時点におけ

るＰ５株式の価額算定の依頼を受けて，平成１１年１月１８日付けで作

成した株式評価書（以下「Ｐ７評価書２」という。）でも，法人税額等
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相当額を控除することなく純資産価額の評価を行っており，平成１０年

１２月当時，専門家である税理士の間では，非上場株式の売買取引を行

う場合に，非上場株式１株当たりの純資産価額の評価において，法人税

額等相当額を控除することが通常の取引における当事者の合理的意思に

合致しないものとして取り扱われていたことは明らかである。

(カ) 以上のとおり，本件においては，Ｐ４株式の適正な価額（時価）を

純資産価額方式で算定するに当たり，法人税額等相当額を控除しないこ

とが，当事者の合理的意思に合致すると認められるのであり，本件各最

高裁判決の判示に照らしても，本件譲渡１の時点におけるＰ４株式の適

正な価額（時価）は，法人税額等相当額を控除しない純資産価額方式に

より算定すべきである。

(キ) 被控訴人Ｐ２は，Ｐ４株式の価額を純資産価額方式で評価するに当

たり，通達１８５及び評価通達１８６－２（平成１２年課評２－４，課

資２－２４９による改正前のもの。以下「通達１８６－２」という。）

に従って，Ｐ４が所有するＰ５株式の純資産価額の算出においても，法

人税額等相当額を控除すべきである旨主張する。

しかしながら，Ｐ４は，子会社株式として，Ｐ５の全株式を所有して

いるところ，Ｐ４の所有するＰ５株式は，評価会社が有する取引相場の

ない株式に該当するから，評価通達によれば，その評価は，評価通達１

８６－３（平成１２年課評２－４，課資２－２４９による改正前のもの。

以下「通達１８６－３」という。）の定めによることとなる。そして，

通達１８６－３によれば，評価会社の資産のうちに取引相場のない株式

があるときの純資産額の算出においては法人税額等相当額は控除しない

旨定められているから，本件においても，通達１８６－３を準用し，Ｐ

５株式の価額の算定に当たっては，評価差額に対する法人税額等相当額

は控除すべきではない。
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オ したがって，本件譲渡１の時点におけるＰ４株式の適正な価額（時価）

は，別表６のとおり，１株当たりの評価額は２３８３万８０８２円となり，

被控訴人Ｐ２の平成１１年１月１２日時点におけるＰ４株式所有数は６０

０株であるから，当該株式の評価額は１４３億０２８４万９２００円であ

る。

（被控訴人Ｐ２の主張）

ア 本件譲渡１は，譲渡時におけるＰ４株式の適正な価額より低い対価をも

ってする資産の低額譲渡に当たらない。

(ア) 本件譲渡１は，その客観的な事実経過に照らすならば，Ｐ４株式の

売買という法形式が採られているものの，その実質は，被控訴人会社の

株式公開の円滑な実現を目的とした，Ｐ５株式の一時避難的な預託行為

の一部（預託株式の返還）であることは明らかであり，これをその法形

式に着目して経済的取引行為ととらえたとしても，この株式預託行為全

体を一連の取引行為として見るべきことは当然である。

すなわち，被控訴人Ｐ２は，当時自らが代表者を務めていた被控訴人

会社の株式公開の準備をしていたところ，役員が公開予定の会社と同業

のＰ５の株式を所有することは公開の支障となるおそれがありＰ５株式

を第三者に売却すべきである旨を株式公開の専門家から助言されたが，

将来の事業の拡大を図る上でＰ５株式を手放すことは到底できないと考

えたため，上記専門家の助言に従いつつＰ５株式を手放さないで済む方

法として，Ｐ５株式を一時的に譲渡して被控訴人会社の株式公開後に買

い戻すことを考案し，Ｐ４の代表者であるとともにＰ１の実質的な代表

者であったＰ８に対し，事情を説明して一時的にＰ５株式をＰ４におい

て所有してもらうことを依頼し，Ｐ８がこれを了解したことから，Ｐ１

及びＰ４との間で再売買予約付き譲渡契約を締結するに至ったものであ

る。したがって，本件Ｐ５株式譲渡とその返還方法として行われた本件
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譲渡１は，被控訴人会社の株式公開の円滑な実現を目的とした，Ｐ５株

式の一時避難的な預託行為であり，本件Ｐ５株式譲渡と本件譲渡１は，

一体的な取引行為である。

(イ) 本件譲渡１は，再売買予約付き譲渡契約に基づいてされた契約履行

行為の一部分であり，より具体的にいうならば，主契約たる本件Ｐ５株

式譲渡に付随してされた特約たる再売買予約に基づいてされたものであ

る。そして，本件譲渡１が再売買予約付き譲渡契約に包含される特約に

基づく法律行為であることは，契約を締結した当事者，とりわけ，契約

を申し込んだ被控訴人Ｐ２の明確な意思より明らかであるが，その合意

内容からも客観的に明らかということができる。

なぜなら，被控訴人Ｐ２は，Ｐ５株式をＰ４に対して売却するに当た

り，将来，必ずこれを一定の金額で買い戻すことをＰ８との間で合意し

ているからである。すなわち，買戻しの金額や方法については，被控訴

人会社及びＰ４の各株式公開の実現の有無によって変動する約定であっ

たものの，再売買予約付き譲渡契約における特約は，あらゆる場合を網

羅的に定めたものであるから，各株式公開の実現いかんにかかわらず，

将来必ず買い戻すことは明確に合意されていたということができるので

ある。そして，現実には，被控訴人会社が株式公開を実現させ，Ｐ４が

株式公開を断念したことから，再売買予約付き譲渡契約の特約②に基づ

き，これによって定められていた範囲内の譲渡価額にて本件譲渡１がさ

れたのである。

したがって，本件譲渡１は，再売買予約付き譲渡契約に基づく義務の

履行行為としてされたものであり，被控訴人Ｐ２にとっては上記買戻し

義務を履行するものとして，また，Ｐ１にとっては上記売戻し義務を履

行するものとして，行われたものである。

なお，再売買予約付き譲渡契約は，Ｐ４の代表者であるとともにＰ１
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の実質的な代表者であったＰ８の地位に照らし，被控訴人Ｐ２とＰ４と

Ｐ１との３者間で成立した契約と解すべきであるが，これを被控訴人Ｐ

２とＰ４との間で締結された契約であり，その特約部分の一部に第三者

であるＰ１のためにする契約を包含するものと解したとしても，本件譲

渡１が再売買予約付き譲渡契約に基づく債務の履行行為としてされたも

のであるとの点に変わりはないということができる。

(ウ) 課税は原則として私法上の法律関係に即して行われるべきであって，

法人税法２２条２項の収益の額を判断するに当たって，その収益が契約

によって生じているときは，法に特別の規定がない限り，その契約の全

内容，つまり特約等をも含めた全契約内容に従って収益の額を定めるべ

きであり，契約内容の主要な一部というべき再売買予約を考慮して，

「適正な価額」を判断し，法人税法２２条２項に規定する「収益の額」

を判断すべきことは当然である。

(エ) 本件譲渡１は，合理的かつ相当な再売買予約付き譲渡契約に基づい

てされたものであり，特約をも含めた全契約内容に従って定められた価

額自体が適正な価額であって，適正な価額より低い対価をもってする資

産の低額譲渡に当たらないことは明らかである。

(オ) 最高裁平成７年判決は，何らの特約もない株式の簿価における譲渡

の事案について判示したもので，本件のように再売買予約特約が付され

ている譲渡契約に関する事案ではなく，事案の異なる本件には適用され

ない。

(カ) 本件のように再売買予約特約が付されている譲渡契約の事案におい

てまで，適正な価額とは時価であるとする控訴人らの主張自体が失当で

ある。

イ したがって，譲渡価額と時価との差額が，法人税法１４２条によって準

用される同法２２条２項により，本件譲渡１によりＰ１に生じた収益の額
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として，算入されるべき「益金」に該当する余地はないし，低額譲渡に係

る譲渡価額と適正な価額との差額は，同法１４２条によって準用される同

法３７条７項の規定する「実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められ

る金額」に該当せず，寄附金の額に含まれることにもならない。

ウ 本件譲渡１の時点におけるＰ４株式の適正な価額を純資産価額方式によ

って算出する場合，Ｐ４がＰ５株式を介して間接所有する被控訴人会社株

式は，通達１７４の(1)イを準用して評価すべきであり，Ｐ４が間接所有

する被控訴人会社株式の適正な価額は，「その取引価格が課税時期の属す

る月以前３か月間の毎日の取引価格の各月ごとの平均額のうち最も低い価

額を超える場合には，その最も低い価額によって評価」されることになる。

(ア) 通達１７４の(1)ロは，負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引に

より取得した登録銘柄及び店頭管理銘柄の価額について，原則通り，課

税時期の取引価格により評価すべきことを定めたもので，これを法人が

株式を譲り受けた場合にも適用されると読み取ることは，一般人には到

底不可能であり，Ｐ４が間接所有する被控訴人会社株式については，通

達１７４の(1)イが適用されるというのが素直な解釈である。しかるに，

控訴人国は，通達１７４の(1)ロを適用すべきとする。通達１７４の(1)

ロが設けられた趣旨は，３か月の各月ごとの平均額のうちで最も低い価

額によって評価され得ることを利用して，租税回避を図る事案が出てき

たことを受けて，そのような事案については通常の評価額と異なる評価

を可能とし，もって租税回避を防ぐことにあった。すなわち，同(1)イ

を原則とし，その原則を不当な租税回避に用いるケースについては，例

外的に同(1)ロを適用することとしたのである。とすれば，同(1)ロが適

用されるのは，不当な租税回避が行われるケースに限定すべきであって，

上記通達が適用される範囲をむやみに広げ，本件のように法令を遵守し

て株式譲渡を行ったようなケースにまでこれを適用すべきではない。
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(イ) 上記のとおり，控訴人国が主張する被控訴人会社株式の価格は，誤

った通達の解釈に基づく点でまず問題であるが，取引実務にも反するも

のであり，およそ客観的交換価値すなわち時価とは認め難いものである。

実務の世界においては，株式の評価につき確立した評価方法が存在す

るわけではなく，不動産鑑定等と同じく，個々の専門家により評価額は

おのずと異なってくるものである。ただ，上場株式を評価するに際して

は，評価の安全性の観点から，一定期間の平均値を用いることが多い。

すなわち，株価は，会社の業績のほか，為替や金利といった経済的要因，

政局や天災といった経済外的要因，そのほかの市場関係者の思惑といっ

た種々雑多なものの影響を受け，時に急激に値を上げ，あるいは値を下

げることがあるため，そのような不安定な要素を排除する目的から，一

時点ではなく一定期間の平均値を用いることが一般化しているのである。

上場企業が行う第三者割当増資価格の算定，株式交換の比率の算定やＴ

ＯＢ価格の算定の場面でも，一定の期間の平均値を採ることが一般的に

行われ，既に定着した実務になっているのであって，被控訴人会社株式

の価額の評価において，通達１７４の(1)ロを適用すべきとする控訴人

らの主張は，通達の一方的解釈として許されないし，取引実務からも乖

離するものである。

エ 本件譲渡１の時点におけるＰ４株式の適正な価額を純資産価額方式で算

定する場合には，Ｐ４株式及びＰ４が所有するＰ５株式の純資産価額の算

出において，評価差額に対する法人税額等相当額を控除すべきである。

(ア) 本件各最高裁判決によれば，「課税上の弊害」とは，法人税額等相

当額を控除することが，評価において著しく不合理な結果を生じさせる

ことである。具体的には，例えば，取引当事者双方が，当該株式の価額

は，法人税額等相当額を控除しないで算定しなければ適正に評価できな

いことを認識しながら，意図的に法人税額等相当額を控除して価額を決
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定したというような価額設定過程における積極的意思ないし明白な認識

がある場合に，そのような実情を無視して通達１８５の規定を機械的に

適用して法人税額等相当額を控除して算定することは，当事者の合理的

意思からかい離しており，ひいてはその評価が著しく不合理な結果を生

じさせることとなり，所得税あるいは法人税の課税上弊害があることに

なると解される。

言い換えれば，当該取引についてこのような株式評価上の特別の事情

がない限り，法人税額等相当額を控除して算定された純資産価額が一般

に通常の取引における当事者の合理的意思に合致するというのが，本件

各最高裁判決の判断の中核である。

(イ) 本件譲渡１においては，取引の当事者である被控訴人Ｐ２やＰ８が

税務実務に通じているわけでははなく，実際の取引に当たって法人税額

等相当額を控除しない意思やこれを控除しないのが適正な評価であると

の認識があるはずもない。本件譲渡１の取引の実情は，被控訴人Ｐ２が

もともと所有していて一時的に他に譲渡していたＰ５株式に係る買い戻

しの約束に基づいて取引されたものであることは明らかであり，譲渡価

額を決定した要因は，平成９年２月の合意に基づく予めの約束であって，

そこには通常の取引における時価によるという発想はそもそもなかった

ものである。本件譲渡１におけるＰ４株式の譲受価格は，被控訴人Ｐ２

のＰ４に対する本件Ｐ５株式譲渡の価格を基準として，覚書１及び覚書

２により，その１５０パーセント以内（最大額１４億円）の範囲内で定

められたものであり，本件譲渡１においては，Ｐ１及び被控訴人Ｐ２と

しては，結果において法人税額等相当額を控除して算定した価額よりず

っと低い価額で取り引きする意思であったのである。そして，その価格

決定の基になった税理士のＰ１２（以下「Ｐ１２税理士」という。）作

成の鑑定評価書は，所有株式の時価の算定につき，法人税額等相当額を
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控除した価格及び簿価で算定している。

(ウ) このように，本件譲渡１の取引価額の決定の要因，背景等の取引の

事情は，本件譲渡２及び本件譲渡３とは全く異なっており，本件譲渡１

について，法人税額等相当額を控除した算定額で課税することが課税上

の弊害を生じさせることにはならない。

(2) 争点(2)（被控訴人Ｐ２に対する本件納付告知処分の違法性・第１事件）

について

（控訴人国税局長の主張）

ア 本件譲渡１は，徴収法３９条に規定する「著しく低い額の対価による譲

渡」に当たる。

上記(1)の控訴人国の主張アのとおり，本件譲渡１は，被控訴人Ｐ２が

主張する再売買予約に基づいてされたものとはいえない。上記(1)の控訴

人国の主張オのとおり，本件譲渡１の時点のＰ４株式６００株の適正な価

額は，１４３億０２８４万９２００円であるから，被控訴人Ｐ２が同株式

を１３億８０００万円で譲り受けたことは，徴収法３９条に規定する「著

しく低い額の対価による譲渡」に当たる。徴収法３９条は，衡平の理念に

基づいて，国税債権者と利益を享受している譲受人との調整を図ろうとす

るものであるから，たとえ，契約当事者間では相当な理由に基づいて資産

の低額譲渡が行われた場合であっても，時価の１割にも満たない価額によ

る譲渡がされることについて客観的に合理的な理由がなく，それによって，

滞納者が納税できないような資産状態に陥ったときには，譲受人に第二次

納税義務を課す必要性があることは明らかである。

イ ①本件譲渡１によってＰ１から被控訴人Ｐ２に譲渡されたＰ４株式の適

正な価額（時価）は，法人税基本通達９－１－１４(4)，９－１－１５並

びに通達１８５の定めに従い，純資産価額方式によって算定すべきであり，

その評価時点は，本件譲渡１の時点，すなわち平成１１年１月１２日時点
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であること，②本件譲渡１の時点におけるＰ４株式の適正な価額（時価）

を純資産価額方式で算定する場合，Ｐ４が間接所有する被控訴人会社株式

を，通達１７４の(1)ロを準用して評価すべきであり，Ｐ４株式及びＰ４

が所有するＰ５株式の純資産価額の算出においては，評価差額に対する法

人税額等相当額を控除しないで算出すべきであることについては，上記

(1)の控訴人国の主張イからエまでと同一である。

ウ Ｐ１の滞納国税につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足が

生じたのは，本件譲渡１に基因する。

(ア) 徴収法３９条にいう徴収不足と無償譲渡等の処分との間の基因関係

については，その無償譲渡等の処分がなかったならば，現在の徴収不足

は生じなかったであろうという場合に認められるのであり，Ｐ１が本件

納付告知処分時に，国内財産として６１万円余の銀行預金しか財産を有

していなかったことが認められ，主要な財産であるＰ４株式を著しく低

い額の対価によって譲渡したために，そのような財産状況に至ったこと

が認められることからすれば，Ｐ１からの徴収不足は，本件譲渡１（Ｐ

４株式の譲渡）に基因することが明らかである。

(イ) 徴収法３９条に規定する徴収不足が無償又は著しく低い額の対価に

よる譲渡に「基因すると認められるとき」とは，その無償又は著しく低

い額の対価による譲渡がなかったならば，現在の徴収不足は生じなかっ

たであろうということができれば足り，その判定は，第二次納税義務の

納付告知をする時の現況によるべきものであることから，無償又は著し

く低い額の対価による譲渡の行為の前に滞納国税が存在していたことを

要すると解すべき理由ははない。

エ 本件納付告知処分は，本件所得税更正処分等とともに行っても，被控訴

人Ｐ２に対する実質的な二重課税には当たらず，かつ，課税権の濫用とは

いえない。
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(ア) 本件において，被控訴人Ｐ２に課せられた第二次納税義務は，著し

く低い額の対価による譲渡である本件譲渡１によって得た利益が存する

限度で，Ｐ１の滞納国税の納税義務について納付責任を負わせるもので

あるのに対し，本件所得税更正処分等は，被控訴人Ｐ２自身の所得につ

いて税額を確定する処分であって，全く別の法律関係に基づくものであ

ることから，二重課税とはいえない。このように全く異なる法律関係に

基づいて，納付税額が多額に上ったからといって，これが課税権の濫用

になるものではない。

(イ) また，第二次納税義務者が主たる納税義務者の滞納国税を納付した

場合，第二次納税義務者は，主たる納税義務者に対する求償権の行使を

認められていることに照らしても（徴収法３２条５項），実質的な二重

課税には当たらない。

（被控訴人Ｐ２の主張）

ア 本件譲渡１は，徴収法３９条に規定する「著しく低い額の対価による譲

渡」に当たらない。

本件譲渡１が徴収法３９条にいう「著しく低い額の対価による譲渡」に

当たるかどうかは，本件の取引の実態に即して契約の全内容から判断すべ

きところ，上記(1)の被控訴人Ｐ２の主張アのとおり，本件譲渡１は，合

理的かつ相当な再売買予約付き譲渡契約に基づいてされたものであるから，

「著しく低い額の対価による譲渡」に当たらないことは明らかである。

イ 本件譲渡１の時点におけるＰ４株式の適正な価額を純資産価額方式によ

って算出する場合，①Ｐ４が間接所有する被控訴人会社株式を，通達１７

４の(1)イを準用して評価すべきこと，②Ｐ４株式及びＰ４が所有するＰ

５株式の純資産価額の算出において，評価差額に対する法人税額等相当額

を控除して算出すべきであることについては，上記(1)の被控訴人Ｐ２の

主張ウ及びエと同一である。



- -26

ウ Ｐ１の滞納国税につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足が

生じたのは，本件譲渡１に基因しない。

(ア) 徴収法３９条にいう「基因する」とは，当該無償譲渡等がなかった

ならば，国税の徴収不足を生じなかったであろうことをいうものであり，

いわゆる条件関係があることを意味すると解される。このような条件関

係を要するという観点からも，「基因性」があるというためには，顕著

な低額譲渡が行われる前に，滞納者に納付すべき国税が存在していたか，

あるいは，その発生が見込まれる状況にあったかのいずれかの場合であ

ることを要するといわなければならない（この点は，詐害行為取消しの

要件も参照されるべきである。）。

(イ) 以上のような観点から本件を見ると，本件譲渡１がなかったならば，

Ｐ１に対する本件課税はなく，徴収不足となる国税も存在しないことに

なるから（外国法人であるＰ１の国内源泉所得は，本件譲渡１に係るも

ののみである。），上記条件関係が存在するという前提が欠けているこ

とになる。このような条件関係を肯定するためには，本件譲渡１がなか

ったならば，実際に時価による譲渡があったはずであることが認められ

るか，税法上の法理により，同譲渡を否認して時価による譲渡があった

ものとみなすことができるということが加わらなければならないが，本

件譲渡１をめぐるいきさつや事情に照らすと，被控訴人Ｐ２がＰ１から

Ｐ４株式を時価で譲り受ける可能性は全くなかったし，同譲渡を否認し

て時価による譲渡があったとみなし得る税法上の法理についての主張も

控訴人国税局長からされていない。

エ 本件納付告知処分は，本件所得税更正処分等とともに行われると，被控

訴人Ｐ２に対する実質的な二重課税となり，課税権を著しく濫用したもの

として，違法といえる。

(ア) 被控訴人Ｐ２は，Ｐ４に対しＰ５株式を売却して，代金９億０６４
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４万４０００円から取得価額２億５４６０万１０００円及び有価証券取

引税１９０万３５００円を差し引いた６億４９９３万９５００円を得た。

そして，Ｐ１からＰ４株式を買い戻して代金１３億８０００万円を支払

い，その後，被控訴人会社に対してＰ４株式を売却して，１２１億９１

７８万２８００円を得，有価証券取引税１２１９万１７００円を支払っ

た。

したがって，上記一連の取引によって被控訴人Ｐ２が得た収益は，合

計１１４億４９５３万０６００円である。

これに対して，被控訴人Ｐ２は，被控訴人Ｐ２に対する本件所得税更

正処分等，Ｐ１に対する本件決定処分等及び被控訴人Ｐ２に対する本件

納付告知処分並びにこれに伴う住民税の納付により，上記収益額の約８

４．８９パーセントに及ぶ９７億１９４３万４７００円を課税された。

(イ) このような不当な結果が生じた最大の原因は，本件譲渡１による１

つの利益について，一方では被控訴人Ｐ２の一時所得とし，他方では顕

著な低額譲渡による第二次納税義務の対象として，被控訴人Ｐ２ １人

に対して実質的に二重に課税したことにある。しかも，本件譲渡１に係

る利益は，Ｐ１に対する寄附金課税の対象ともなっており，この意味で

三重課税の実体さえある。

(3) 争点(3)（被控訴人Ｐ２に対する本件所得税更正処分等の違法性・第２事

件）について

（控訴人渋谷署長の主張）

ア 本件譲渡１は，譲受時におけるＰ４株式の適正な価額より低い対価によ

る資産の低額譲受けに当たり，譲受時の適正な価額と本件譲渡１の代金と

の差額相当額が所得税法３６条１項に規定する「経済的な利益」といえる。

(ア) 上記(1)の控訴人国の主張アのとおり，本件譲渡１は，再売買予約

に基づいてされたものとはいえず，被控訴人Ｐ２が時価１４３億０２８
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４万９２００円のＰ４株式を１３億８０００万円で譲り受けたことは適

正な価額よりも低い対価をもってする資産の低額譲渡に当たる。

(イ) 所得税法３６条１項は，人の担税力を増加させる経済的利益の収入

をすべて所得として課税の対象とし，時価よりも低い価額で金銭以外の

物又は権利その他経済的な利益を得た場合についても，当該低額譲渡に

より得た時価との差額が課税の対象となる。つまり，被控訴人Ｐ２は，

Ｐ１が所有する時価１４３億０２８４万９２００円のＰ４株式を１３億

８０００万円で譲り受けたのであるから，当該取引により，Ｐ４株式の

時価と対価との差額に相当する経済的利益を受けたことは明らかであっ

て，仮に，被控訴人Ｐ２の主張するような再売買予約が存在したとして

も，本件譲渡１により，時価１４３億０２８４万９２００円の株式を１

３億８０００万円で譲受けたものには変わりはなく，Ｐ４株式の所有権

がＰ１から被控訴人Ｐ２に移転し，その結果，被控訴人Ｐ２に経済的利

益が発生したことに変わりはない。したがって，被控訴人Ｐ２がＰ４株

式の時価と譲受金額との差額相当額を所得税法３６条１項に規定する経

済的な利益として収入を得たことは明らかである。

(ウ) 上記(1)の控訴人国の主張オのとおり，本件譲渡１の時点のＰ４株

式６００株の適正な価額は，１４３億０２８４万９２００円であるから，

譲渡価額１３億８０００万円との差額である１２９億２２８４万９２０

０円は，被控訴人Ｐ２が経済的な利益として収入を得たと認められ，一

時所得として，総収入額に算入されることになる。

イ ①本件譲渡１によってＰ１から被控訴人Ｐ２に譲渡されたＰ４株式の適

正な価額（時価）は，法人税基本通達９－１－１４(4)，９－１－１５並

びに通達１８５の定めに従い，純資産価額方式によって算定すべきであり，

その評価時点は，本件譲渡１の時点，すなわち平成１１年１月１２日時点

であること，②本件譲渡１の時点におけるＰ４株式の適正な価額（時価）
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を純資産価額方式で算定する場合，Ｐ４が間接所有する被控訴人会社株式

を，通達１７４の(1)ロを準用して評価すべきであり，Ｐ４株式及びＰ４

が所有するＰ５株式の純資産価額の算出においては，評価差額に対する法

人税額等相当額を控除すべきでないことについては，上記(1)の控訴人国

の主張イからエまでと同一である。

ウ 本件所得税更正処分等は，本件納付告知処分等とともに行われても，被

控訴人Ｐ２に対する実質的な二重課税には当たらず，かつ，課税権の濫用

とはいえない。上記(2)の控訴人国税局長の主張エのとおり，被控訴人Ｐ

２に課された第二次納税義務は，著しく低い額の対価による譲渡である本

件譲渡１によって得た利益が現存する限度で，Ｐ１の滞納国税の納税義務

について納付責任を負わせるものであるのに対し，本件所得税更正処分等

は被控訴人Ｐ２自身の所得について税額を確定する処分であって，全く別

の課税関係に基づくものであるから，何ら二重課税というべきものではな

いし，何ら課税権を濫用したものでもない。

（被控訴人Ｐ２の主張）

ア 本件譲渡１は，譲受時におけるＰ４株式の適正な価額より低い対価によ

る資産の低額譲受けに当たらず，本件譲渡１の時点におけるＰ４株式の適

正な価額と対価との差額は，所得税法３６条１項に規定する「経済的な利

益」に当たらない。

(ア) 上記(1)の被控訴人Ｐ２の主張アのとおり，本件譲渡１は，合理的

かつ相当な再売買予約付き譲渡契約に基づいてされたものであり，その

法律行為としての意義は，本件再売買予約付譲渡契約に基づく債務の履

行行為としてされたものである。すなわち，取引当事者間には，一定の

場合にはＰ４株式６００株を最大金額１４億円でＰ１から被控訴人Ｐ２

に再売買すべき契約上の権利義務が生じていたところ，その権利義務に

基づいてされたものであるから，譲渡価額と時価との差額相当額は，
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「収入すべき金額」としての経済的利益の「価額」には該当しない。

(イ) 課税は原則として私法上の法律関係に即して行われるべきであって，

収益が契約によって生じているときは，法に特別の規定がない限り，そ

の契約の全内容，つまり特約をも含めた全契約内容に従って収益の額を

定めるべきであるということは，所得税法３６条１項の解釈においても

妥当するものである。

イ 本件譲渡１の時点におけるＰ４株式の適正な価額を純資産価額方式によ

って算出する場合，①Ｐ４が間接所有する被控訴人会社株式を，通達１７

４の(1)イを準用して評価すべきこと，②Ｐ４株式及びＰ４が所有するＰ

５株式の純資産価額の算出において，評価差額に対する法人税額等相当額

を控除すべきであることについては，上記(1)の被控訴人Ｐ２の主張ウ及

びエと同一である。

ウ 本件所得税更正処分等は，本件納付告知処分とともに行われると，被控

訴人Ｐ２に対する実質的な二重課税といえ，課税権を著しく濫用したもの

として，違法といえる。

上記(2)の被控訴人Ｐ２の主張ウのとおり，被控訴人Ｐ２は，被控訴人

Ｐ２に対する本件所得税更正処分等，Ｐ１に対する本件決定処分等及び被

控訴人Ｐ２に対する本件納付告知処分並びにこれに伴う住民税の納付によ

り，収益額の８４．８９パーセントにも及ぶ９７億１９４３万４７００円

を課税されたものであり，このような不当な結果を生じた課税は，決して

健全な納税者の理解を受けられないというべきである。

(4) 争点(4)（被控訴人会社に対する本件法人税更正処分等の違法性・第３事

件）について

（控訴人江東西署長の主張）

ア 被控訴人会社は，本件譲渡２及び本件譲渡３に際して，Ｐ７評価書のＰ

４株式の評価額をもとにＰ４株式の譲受け価額を決定している。しかしな
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がら，本件譲渡２及び本件譲渡３の各当事者は，利害関係の相反する独立

した第三者の関係にはないのであって，評価通達に基づいて，譲渡時点に

おける適正な価額（時価）を評価する必要がある。控訴人江東西署長が主

張するＰ４株式の純資産価額方式による評価額が，子会社株式（Ｐ５株

式）のほか，前払費用，投資有価証券，出資金，投資不動産の各科目を除

いて，Ｐ７評価書による評価額と一致していることからも明らかなように，

Ｐ７評価書による評価方法の合理性を否定するものではないが，Ｐ７評価

書は，Ｐ４株式の評価時点を平成１０年１２月１日として作成されている

から，その評価額に基づいて定められた譲渡価額は，本件譲渡２及び本件

譲渡３の時点（平成１１年２月２日）におけるＰ４株式の適正な価額とは

認められない。

イ そうすると，本件譲渡２及び本件譲渡３は，譲受時におけるＰ４株式の

適正な価額（時価）より低い対価をもってする資産の低額譲受けに当たり，

譲受時の適正な価額（時価）と本件譲渡２及び本件譲渡３の各代金との差

額相当額が法人税法２２条２項に規定する「収益の額」として，「当該事

業年度の益金の額」に算入される。

ウ 上記(1)の控訴人国の主張イからエまでは，本件譲渡２及び本件譲渡３

にも妥当するから，①本件譲渡２及び本件譲渡３のＰ４株式の適正な価額

（時価）は，法人税基本通達９－１－１４(4)，９－１－１５並びに通達

１８５の定めに従い，純資産価額方式によって算定すべきであり，その評

価時点は，本件譲渡２及び本件譲渡３の時点，すなわち平成１１年２月２

日であり，②本件譲渡２及び本件譲渡３の時点におけるＰ４株式の適正な

価額（時価）を純資産価額方式で算定する場合，Ｐ４が間接所有する被控

訴人会社株式を，通達１７４の(1)ロを準用して評価すべきであり，Ｐ４

株式及びＰ４が所有するＰ５株式の純資産価額の算出においては，法人税

額等相当額を控除すべきではない。
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エ このような考え方に基づき，平成１１年２月２日時点におけるＰ４株式

の時価を算定すると，別表５のとおり１株当たり２４５７万２５９５円と

なり，その総額は，当該１株当たりの金額に被控訴人会社が取得した株式

の数７００株を乗じた１７２億００８１万６５００円となる。そうすると，

本件譲渡２及び本件譲渡３の合計の譲渡価額１４２億２３７４万６６００

円との差額である２９億７７０６万９９００円は，被控訴人会社の平成１

１年３月期の所得の金額の計算上の益金（受贈益）の額に算入される。

（被控訴人会社の主張）

ア Ｐ７評価書に基づいて定められた譲渡価額は，本件譲渡２及び本件譲渡

３の時点におけるＰ４株式の適正な価額といえ，本件譲渡２及び本件譲渡

３は，譲受時におけるＰ４株式の適正な価額より低い対価をもってする資

産の低額譲受けに当たらない。

(ア) 被控訴人会社は，Ｐ７評価書による評価額が適正な価額であると判

断して取引をしたものであり，被控訴人会社株式が高騰した時を狙って

取引をしたものではなく，また，Ｐ７評価書も，故意にＰ４が間接所有

する被控訴人会社株式の時価の低い時を狙って鑑定をしたものではない

し，取引時点からかけ離れた過去の時点をとらえて鑑定をしたものでは

ない。そして，被控訴人会社の実際のＰ４株式の譲受け価額と控訴人江

東西署長の認定した適正な価額との差額は，わずか２割にすぎないので

ある。

(イ) 本件においては，被控訴人Ｐ２及びＰ６らが，独立第三者の関係に

ないことを意識して，特に低額の譲渡をしたものではない。租税回避の

目的を持って不公正な鑑定に基づき，著しく低い額をもって不自然な代

金額を定めたという特段の事情があれば格別，そのような特段の事情が

認められない本件のような事例においては，私的自治を尊重し，売買当

事者が定めた売買代金をもって適正な価額と認めるべきである。
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イ 控訴人江東西署長は，本件譲渡２及び本件譲渡３の行われた日である平

成１１年２月２日の時点をもってＰ４株式を評価すべきであるとする。し

かし，株式の取引において，取引の日に価額を決めるということは，通常

では考えられず，契約に先立つ取引の交渉の中で決められるのが一般的で

ある。加えて，本件のように取引相場のない株式が取引の対象となってい

る場合に，その鑑定評価には相当の時間を要するので，評価の時点は，取

引日から見てある程度前の日とならざるを得ない。したがって，株式の評

価時点を本件譲渡２及び本件譲渡３の行われた日とするのは取引の実情に

即したものではなく不当であり，Ｐ４株式の価額の評価の基準日は，本件

譲渡２及び本件譲渡３の時点ではなく，譲渡価格決定の基になったＰ７評

価書の評価時点である平成１０年１２月１日か，あるいは譲渡のために必

要な手続をとり得るだけの合理的な期間を考慮した日とすべきである。

ウ(ア) 上記(1)の被控訴人Ｐ２の主張ウ及びエは，本件譲渡２及び本件譲

渡３にも妥当するから，仮に，本件譲渡２及び本件譲渡３の時点におけ

るＰ４株式の適正な価額を純資産価額方式によって算出する場合，①Ｐ

４が間接所有する被控訴人会社株式を，通達１７４の(1)イを準用して

評価すべきであり，②Ｐ４株式及びＰ４が所有するＰ５株式の純資産価

額の算出において，評価差額に対する法人税額等相当額を控除すべきで

ある。

(イ) 本件譲渡２は，取締役の自己取引に当たることから，取締役会の承

認が得られるような客観的に適正な価額で行われなければならず，それ

ゆえ，被控訴人会社の管理本部がＰ７税理士に評価を依頼し，その結果

に基づいて価額を決定したものである。本件譲渡２及び本件譲渡３にお

いて，取引当事者は，決定された価額が法人税額等相当額を控除しない

で算定したかどうかなどは判らず，これを控除しないで算定する方が適

正な評価方式であるなどという認識もなかった。
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(5) 本件譲渡１が譲渡時における適正な価額より低い対価をもってされたと

認められない場合の予備的主張

（控訴人国の予備的主張）

ア 仮に，本件譲渡１が譲渡時における適正な価額より低い対価をもってさ

れたと認められず，徴収法３９条に規定する「著しく低い額の対価による

譲渡」に当たらないと認められれば（争点(1)ア及び(2)ア），被控訴人Ｐ

２は，Ｐ１の滞納国税につき第二次納税義務を負わないことになり，被控

訴人Ｐ２は，処分行政庁である麹町税務署長がＰ１に対してした本件決定

処分等を争う原告適格を有しないのであって，第４事件における被控訴人

Ｐ２の訴えは却下されるべきである。

イ 仮にそうでないとしても，本件決定処分等は，次の範囲内で適法という

べきである。すなわち，本件譲渡１が低額譲渡に当たらないとした場合の

Ｐ１の平成１１年６月期の所得金額及び納付すべき法人税額は，別表４の

とおりであり，その詳細は，次のとおりである。

Ａ 所得金額 １３億４５８４万０６６６円

上記金額は，次のａ及びｂの各金額を合計した金額である。

ａ 申告所得金額 ０円

Ｐ１は，平成１１年６月期に係る法人税の確定申告書を提出してい

ない。

ｂ 所得金額に加算すべき金額

１３億４５８４万０６６６円

上記金額は，次の(ａ)の金額から(ｂ)の金額を減算した金額である。

(ａ) 有価証券売却収入として益金の額に算入されるべき金額

１３億８０００万円

上記金額は，本件譲渡１の譲渡価額である。

(ｂ) 有価証券売却収入に係る原価として損金の額に算入されるべき
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金 額 ３４１５万９３３４円

上記金額は，Ｐ１がＰ４株式を取得するに当たって支出したと認

められる金額であり，Ｐ４株式の金額４１万１３６０オーストラリ

アドルに，平成８年３月末の電信売買相場のオーストラリアドル１

ドル当たりの仲値８３．０４円を乗じて邦貨換算した金額である。

Ｂ 所得金額に対する法人税額

４億６３５５万４８００円

上記金額は，法人税法６６条１項及び２項の規定に基づき，前記Ａの

所得金額（ただし，通則法１１８条１項の規定に基づき１０００円未満

の端数金額を切り捨てた後のもの）のうち，①８００万円に１００分の

２５の税率を乗じて算出した金額２００万円と，②１３億４５８４万円

から８００万円を減算した金額に１００分の３４．５の税率を乗じて計

算した金額４億６１５５万４８００円との合計額である。

Ｃ 確定申告に係る法人税額 ０円

Ｐ１は，平成１１年６月期に係る法人税の確定申告書を提出していな

い。

Ｄ 差引納付すべき法人税額

４億６３５５万４８００円

上記金額は，前記Ｂの金額から前記Ｃの金額を差し引いた金額である。

この場合の無申告加算税の額は，通則法６６条１項の規定により，上記

計算によってＰ１が差引納付すべき税額４億６３５５万円（ただし，通

則法１１８条３項の規定により１万円未満の端数金額を切り捨てた後の

もの）に１００分の１５の割合を乗じて計算した６９５３万２５００円

となる。

ウ 仮に，本件譲渡１の時点におけるＰ４株式の評価を純資産価額方式で行

う場合に，法人税額等相当額を控除すべきと認められるとき（争点(1)イ
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(イ)）のＰ１の平成１１年６月期の所得金額及び納付すべき法人税額は，

別表２のとおりであり，その詳細は，次のとおりである。

Ａ 所得金額 ８１億４３４９万８８０３円

上記金額は，次のａ及びｂの各金額を合計した金額である。

ａ 申告所得金額 ０円

Ｐ１は，平成１１年６月期に係る法人税の確定申告書を提出してい

ない。

ｂ 所得金額に加算すべき金額

８１億４３４９万８８０３円

上記金額は，次の(ａ)の金額から(ｂ)及び(ｃ)の各金額を減算し，

(ｄ)の金額を加算した金額である。

(ａ) 有価証券売却収入として益金の額に算入されるべき金額

８２億８０７４万０４００円

上記金額は，平成１１年１月１２日時点におけるＰ４株式１株の

価額を法人税額等相当額を控除する純資産価額方式で算定した場合

における価額１３８０万１２３４円に，Ｐ１が被控訴人Ｐ２に譲渡

したＰ４株式の数６００株を乗じて算出した金額である。

(ｂ) 有価証券売却収入に係る原価として損金の額に算入されるべき

金 額 ３４１５万９３３４円

上記金額は，Ｐ１がＰ４株式を取得するに当たって支出したと認

められる金額であり，Ｐ４株式の金額４１万１３６０オーストラリ

アドルに，平成８年３月末の電信売買相場のオーストラリアドル１

ドル当たりの仲値８３．０４円を乗じて邦貨換算した金額である。

(ｃ) 被控訴人Ｐ２に対する寄附金として損金の額に算入されるべき

金 額 ６９億００７４万０４００円

上記金額は，前記(ａ)の有価証券売却収入として益金の額に算入
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されるべき金額８２億８０７４万０４００円から，本件譲渡１に係

る譲渡価額１３億８０００万円を差し引いた金額である。

(ｄ) 寄附金のうち損金の額に算入されない金額

６７億９７６５万８１３７円

上記金額は，前記(ｃ)の被控訴人Ｐ２に対する寄附金として損金

の額に算入されるべき金額のうち，法人税法３７条２項（平成１４

年法律第７９号による改正前のもの。以下同じ。）の規定により，

損金の額に算入されない金額である。

Ｂ 所得金額に対する法人税額

２８億０８７４万６８１０円

上記金額は，法人税法６６条１項及び２項の規定に基づき，上記Ａの

所得金額（ただし，通則法１１８条１項の規定に基づき１０００円未満

の端数金額を切り捨てた後のもの）のうち，①８００万円に１００分の

２５の税率を乗じて算出した金額２００万円と，②８１億４３４９万８

０００円から８００万円を減算した金額に１００分の３４．５の税率を

乗じて計算した金額２８億０６７４万６８１０円との合計額である。

Ｃ 確定申告に係る法人税額 ０円

Ｐ１は，平成１１年６月期に係る法人税の確定申告書を提出していな

い。

Ｄ 差引納付すべき法人税額

２８億０８７４万６８００円

上記金額は，前記Ｂの金額から前記Ｃの金額を差し引いた金額（ただ

し，通則法１１９条１項の規定に基づき１００円未満の端数金額を切り

捨てた後のもの）である。

この場合の無申告加算税の額は，通則法６６条１項の規定により，上記

計算によってＰ１が差引納付すべき税額２８億０８７４万円（ただし，通
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則法１１８条３項の規定により１万円未満の端数金額を切り捨てた後のも

の）に１００分の１５の割合を乗じて計算した４億２１３１万１０００円

となる。したがって，本件決定処分等は，上記範囲内で適法というべきで

ある。

（予備的主張に対する被控訴人らの主張）

原判決が未確定な段階では，本件納付告知処分は公定力，執行力等の効力

を失わず，他方，第二次納税義務者は，自己に対する納付告知処分の取消訴

訟において主たる納税義務者に対する課税処分の違法を主張することはでき

ないが，その違法を主張して同課税処分の取消しを訴求することができると

されているのであるから，被控訴人Ｐ２は，現時点で，Ｐ１に対する本件決

定処分等の取消しを求める法律上の利益（原告適格）があることは明らかで

ある。

第３ 当裁判所の判断

１ 当裁判所は，本件の各処分のうち，次の各部分が違法であり取り消すべきも

のと判断する。

(1) 麹町税務署長の行ったＰ１に対する本件決定処分等のうち，所得金額８

１億４３４９万８８０３円，納付すべき税額２８億０８７４万６８００円及

び無申告加算税額４億２１３１万１０００円を超える部分。（第４事件）

(2) 控訴人国税局長の行った被控訴人Ｐ２に対する本件納付告知処分（ただ

し，納付限度額について，平成１６年１月２９日付け審査裁決により一部取

り消された後のもの）のうち，第二次納税義務者として納付すべき限度の額

６９億００７４万０４００円を超える部分。（第１事件）

(3) 品川税務署長が行った被控訴人Ｐ２に対する本件所得税更正処分等（た

だし，いずれも平成１６年１月２９日付け審査裁決により一部取り消された

後のもの）のうち，総所得金額１１億３５９３万２０７７円，納付すべき税

額２２億５６５７万２６００円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定。



- -39

（第２事件）

(4) 控訴人江東西署長が行った被控訴人会社に対する本件法人税更正処分等

（ただし，いずれも平成１６年１月２９日付け審査裁決により一部取消され

た後のもの）のうち，所得金額５５５億２１１６万５８３９円，納付すべき

税額２１４億３８０３万６２００円及び過少申告加算税額１６９万１０００

円を超える部分。（第３事件）

その理由は，以下のとおりである。

２ 事実関係

認定事実については，原判決「事実及び理由」欄の「第３ 争点に対する判

断」１項及び２項(1)（５６頁７行目冒頭から７２頁２行目末尾まで）に記載

のとおりであるから，これを引用する（ただし，原判決６３頁３行目の「Ｐ５

株式の再売買等の予約」を「Ｐ５株式の再売買等の合意」と，同６５頁４行目

の「甲２１の１から３まで」を「甲２１の１及び２」と，同６８頁４行目の

「甲２６」を「甲２４」と，それぞれ改める。）。

３ 本件においては，本件譲渡１が，Ｐ４株式の売買という法形式が採られてい

るものの，その実質は，被控訴人会社の株式公開の円滑な実現を目的とした，

Ｐ５株式の一時避難的な預託行為の一部としての，預託したＰ５株式の返還と

みることができるかどうか，すなわち，平成９年２月に被控訴人Ｐ２とＰ８と

の間で合意され，同年９月１７日付けで覚書１ないし３として書面化された本

件特約において予め定められた価格でのＰ５株式の再売買（買戻し）とみるこ

とができるかどうかが最大の争点であり，まず，この点について判断する。

上記引用に係る認定事実によれば，被控訴人Ｐ２は，当時自らが代表者を務

めていた被控訴人会社の株式公開の準備をしていたところ，被控訴人会社と同

業でありかつ被控訴人会社株式の約５パーセントを所有しているＰ５の発行済

の全株式を被控訴人Ｐ２が所有することは株式公開の支障となるおそれがある

ため，Ｐ５株式を第三者に売却すべきである旨を株式公開の専門家から助言さ
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れたが，将来の事業の拡大を図る上でＰ５株式を手放すことは到底できないと

考えたことから，被控訴人会社の株式公開が実現した後には確実に買い戻すこ

とができるような方法で，Ｐ５株式を第三者に譲渡することを考え，長年公私

にわたり親密な交際を続けており，かつ，被控訴人Ｐ２がＰ４を支援し，成長

させてきたことに多大な感謝をしているＰ４の代表取締役であるとともにＰ１

の実質的な代表者であったＰ８との間で，上記意図に合致した譲渡の形態を協

議したものと認めることができ，本件特約の合意は，Ｐ４に売却するＰ５株式

を被控訴人Ｐ２が再所有することを企図して行われたものと認めることができ

る。

しかしながら，上記認定のとおり，覚書１ないし３で書面化された本件特約

の内容は，覚書１において，３つの選択肢，すなわち，①被控訴人会社が株式

を公開した後，被控訴人Ｐ２がＰ８から，Ｐ５株式を元の価格の１１０パーセ

ントから１３０パーセントまでの価格で購入すること，②被控訴人会社が株式

を公開することができ，Ｐ４が株式を公開することができなかった場合に，Ｐ

８は被控訴人Ｐ２に，Ｐ４株式とＰ５株式に加えてＰ５が所有している被控訴

人会社株式を元の価格の１５０パーセント以内の価格で売却すること，③被控

訴人会社が株式を公開することができなかった場合には，被控訴人Ｐ２がＰ８

から，Ｐ５株式を平成９年６月２３日に取引したのと同一の条件及び価格で買

い戻す権利を有することを定め（以下，それぞれ「オプション①，②，③」と

いう。），覚書２において，本件主契約における被控訴人Ｐ２がＰ８へのＰ５

株式の売却代金を９億０６４４万４０００円と定めると共に，オプション②の

内容を，Ｐ４株式を９億０６４４万４０００円の５０パーセントから１５０パ

ーセントの範囲内とし，最大額は１４億円とすることを定めているのであるが，

各覚書の内容を精査すると，覚書１のオプション①，③の内容は，被控訴人Ｐ

２からＰ４に譲渡されたＰ５株式を，再びＰ４から被控訴人Ｐ２へ再売買する

ことを合意したとみることもできるが，オプション②の内容は，Ｐ８（Ｐ１）
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から被控訴人Ｐ２が譲渡を受けるのは，Ｐ５株式を所有しているＰ４の株式６

００株であって被控訴人Ｐ２からＰ４へ譲渡された株式と異なる株式が譲渡の

対象となっており，その価格も９億０６４４万４０００円の５０パーセントか

ら１５０パーセントの範囲内（最大額１４億円）と幅が大きく，Ｐ４が所有す

るＰ５株式以外の資産や負債といったＰ４の財務状況やＰ４の発行済株式総数

の変動（上記認定のとおり，現にＰ４の発行済株式総数は，本件特約の合意当

時は６００株であったが，その後，平成１０年１月に第三者割当増資がされ，

発行済株式総数は７００株となっている。）等をＰ４株式の価格決定に勘案す

ることを当然予定してこのような幅のある決め方になったものと推認でき，単

に買戻しへの報酬を付加して価格決定されたとは認めることができず，さらに，

被控訴人Ｐ２と取引を行う主体も，Ｐ４からＰ１に変わっているのであって，

このような点を考慮すれば，オプション②の内容はこれを直ちにＰ５株式の再

売買と認めることはできないというべきである。実際にも，Ｐ４の平成１０年

１月の第三者割当増資に伴い，被控訴人Ｐ２は，Ｐ４株式６００株の譲渡を受

けても，Ｐ４が間接的に所有するＰ５株式全部の譲渡を受けることはできなく

なっていたものであって，同一物を買い戻す効果は生じていない。本件におい

て，結果的に，上記第三者割当増資により株式の割当てを受けた者がいずれも

被控訴人Ｐ２と親しい関係にある者ばかりで，Ｐ４株式の割当を受けた者から

被控訴人会社がＰ４株式を譲り受けることができ，被控訴人会社は，結果とし

てはすべてのＰ５株式を有するＰ４の全株式を取得しているが，本件特約が，

オプション②が選択されるまでの間にＰ４がどのような増資をするかについて，

Ｐ４を法的に拘束するものでないことは明らかであって，また，上記のような

結果は本件譲渡１に当然に随伴するものとはいえないから，このような結果は

上記認定を左右するものではない。

また，経済的な価値の移転の観点からみても，本件主契約は，被控訴人Ｐ２

からＰ４への売買の形式をとっており，担保の実質を持つものとも金融取引と



- -42

もいえないから，本件主契約の履行によって，Ｐ５株式の経済的価値は被控訴

人Ｐ２からＰ４に移転していることは明らかであるし，Ｐ１と被控訴人Ｐ２と

の間の本件譲渡１によって，Ｐ４株式６００株の経済的価値がＰ１から被控訴

人Ｐ２に移転していることも明らかであり，その移転した経済的価値は，単に，

被控訴人Ｐ２のもとに，同一目的物が戻ってきて，被控訴人Ｐ２からＰ１に本

件Ｐ５株式譲渡の価額と本件譲渡１の価額の差額４億７３５５万６０００円が

移転したのと同視することはできない。

更に，上記認定のとおり，覚書３では，オプション②の場合のみを特別に取

り上げて，被控訴人Ｐ２がＰ４株式の価値について，日本の国税当局から，覚

書２と異なる内容を採用することを要求された場合に，Ｐ４株式の価値を再評

価したうえ，価格の変更があり得ることを明記しており，その内容は，被控訴

人会社株式の店頭公開に伴う値上がり益を反映させて，当然に譲渡価額を変更

することを予定していたものとまでは解することはできないものの，被控訴人

Ｐ２及びＰ８が，オプション②の場合に，日本の国税当局からＰ４株式の譲渡

価額が低額に過ぎるとの指摘がある可能性を認識した上で，国税当局からＰ４

株式の譲渡が資産の低額譲渡に当たるなどの指摘を受けた場合には，事後的に

覚書２で合意した売買価格の変更があり得ることを定めたものと認められるの

である。

以上認定説示したところに照らせば，覚書１で合意されたオプション中，オ

プション②が選択され，実行されたものである本件譲渡１については，平成９

年に被控訴人Ｐ２からＰ８に譲渡されたＰ５株式の再売買予約付き譲渡契約に

基づく再譲渡（本件主契約たる本件Ｐ５株式譲渡に付随してされた特約である

Ｐ５株式の再売買予約義務の履行）としてされたものと解することはできない

というべきである。このように，オプション①，③については，Ｐ５株式の譲

渡人である被控訴人Ｐ２と譲受人であったＰ４との間で，その譲渡対象株式そ

のものを，約定内容の事後の変更を予定しない価格で再売買することを合意し
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たもので，譲渡の際の合意に基づいて，Ｐ４は約定の際に合意した額で再売買

するべき契約上の義務を負ったＰ５株式を有していたものとみることもできる

のとは異なり，オプション②については，Ｐ１にＰ５株式の再売買義務を負わ

せたものではなく，Ｐ１は，その保有するＰ４株式を，事後における額の変更

があり得ることが留保された上，約定の際に合意した額で譲渡すべき契約上の

義務を負っていたのであって，本件譲渡１は，そのような内容のＰ１の義務の

履行としてされた譲渡というべきである。

４ 争点(1)（Ｐ１に対する本件決定処分等の違法性・第４事件）について

(1) 以上を前提に，本件譲渡１が，譲渡時におけるＰ４株式の適正な価額よ

り低い対価をもってする資産の低額譲渡に当たるか否かについて（争点(1)

ア）検討する。

ア 法人税法２２条２項は，無償による資産の譲渡も収益の発生原因になる

ことを定めているが，この規定は，法人が資産を他に譲渡する場合には，

その譲渡が代金の受入れその他資産の増加を来すべき反対給付を伴わない

場合であっても，譲渡時における資産の適正な価額に相当する収益がある

と認識すべきことを明らかにした規定であって，同項の趣旨が，適正な価

額で取引を行った者との間の税負担の公平の確保・維持にあることに照ら

せば，法人が資産を他に譲渡した場合，譲渡者たる法人において，流入し

た経済的価値が譲渡時における適正な価額の一部である場合には，流入し

た経済的価値に加えて当該資産の適正な価額との差額に相当する収益があ

ると認識すべきであり，その収益が同項の定める益金に算入されることに

なると解される。そうすると，当該譲渡における具体的な譲渡価額とその

資産の「譲渡時における適正な価額」とを比較して低額譲渡に当たる場合

には，その差額を収益の額として，益金に算入されるべきであり，この

「適正な価額」は，原則として，譲渡時における当該財産の客観的な交換

価値，すなわち時価相当額を意味するものと解される。
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イ 本件譲渡１が，本件特約によるＰ５株式の再売買とみることができない

ことは上記説示のとおりであるから，本件譲渡１当時のＰ４株式の時価相

当額を検討する。本件譲渡１によってＰ１から被控訴人Ｐ２に譲渡された

Ｐ４株式は，気配相場のない株式に該当するところ，このような気配相場

のない株式の売買取引における適正な価額（時価）を法人税基本通達９－

１－１４(4)，９－１－１５並びに関連する評価通達の定めを準用し，純

資産価額方式によって算定することが合理的な評価方法と認められ，その

評価時点は，本件譲渡１の時点，すなわち平成１１年１月１２日時点とい

うことになる。

(2) 本件譲渡１の時点におけるＰ４株式を純資産価額方式で行う場合，Ｐ４

がＰ５株式を介して間接所有する被控訴人会社株式の価額を評価する必要が

あるところ，被控訴人会社株式は，本件譲渡１の当時，店頭登録銘柄として

登録されていたのであるから，通達１７４の定めを準用してその価額を算定

することになるが，その場合，同通達の(1)イ，ロのいずれを準用して評価

すべきか（争点(1)イ(ア)）について検討する。

ア 通達１７４は，気配相場等のある株式の評価についての定めであり，同

通達の(1)イにおいては，同ロに該当しない登録銘柄及び店頭管理銘柄の

評価額は，Ｐ１１協会の公表する課税時期の取引価格によって評価するこ

ととした上で，そのただし書において「その取引価格が課税時期の属する

月以前３か月間の毎日の取引価格の各月ごとの平均額のうち最も低い価額

を超える場合には，その最も低い価額によって評価する」と定め，同ロに

おいては，負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した登録銘

柄及び店頭管理銘柄の価額は，Ｐ１１協会により公表されている課税時期

の取引価格によって評価するとしており，上記のようなただし書を置いて

いない。これは，通達１７４がそもそも相続税財産評価に関する通達であ

り，同イが典型的に念頭に置いているのは取得時期を選ぶことのできない
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相続による財産取得であることから，そのときどきの需給関係による偶発

的な値動きがある登録銘柄及び店頭管理銘柄の価額の評価に当たっては，

そのような偶発性を排除し，ある程度の期間における取引の実勢を評価の

判断基準として考慮して評価上のしんしゃくを行うことが適切であると考

え，評価上のしんしゃくを行うことを通常の評価方法として規定したもの

と解される。一方，同ロで定められた負担付贈与又は個人間の対価を伴う

取引といった売買取引に準じた対価を伴う経済的取引行為の場合には，そ

の取引の時期を自由に選択できることから，上記のような偶発性を排除す

るための評価上のしんしゃくを行うことは不要であるとして，課税時期一

時点の取引価格で評価することとしたものと解される。本件は，本件譲渡

１が行われた時点における株式の売買取引において通常取引される価額を

評価する場合であるから，一定期間における取引価格の変動を判断要素と

してしんしゃくして偶発性を排除することは不要であり，同ロを準用して，

本件譲渡１の時点の取引価格によって評価すべきものと解される。

乙１７号証の１によれば，Ｐ１１協会の公表した平成１１年１月１２日

における被控訴人会社株式の取引価格は高値３３３０円，安値３０００円

と認められるから，その平均値である３１６５円をもって，本件譲渡１の

時点においてＰ４が間接所有する被控訴人会社株式の価額と評価するのが

相当である。

イ なお，この点，被控訴人Ｐ２は，第三者割当増資，株式交換及びＴＯＢ

等を行う場合の株式の価格決定に，一定期間の取引相場の平均値が用いら

れた事例が存在することを理由に，同イを準用して３か月間の被控訴人会

社株式の取引価格の平均値により評価すべきである旨主張する。

しかしながら，本件のように本件譲渡１の時点というある一時点におけ

る相対の株式の売買取引において通常取引される価額を評価する場合と，

第三者割当増資等における株式の価格決定とは，全く事情が異なるのであ
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って，第三者割当増資等において一定期間の取引相場の平均値が用いられ

た事例が存在するとしても，これをもって直ちに本件のような場合に，一

定期間における取引価格の変動を判断要素としてしんしゃくして偶発性を

排除することが必要であり，そうすることが株式取引実例に沿うものと解

することはできず，被控訴人Ｐ２の主張は採用することができない。

(3) 次に，平成１１年１月１２日時点のＰ４株式の評価及びＰ４が所有する

Ｐ５株式の評価において，評価差額（資産の相続税評価額と帳簿価額との間

の差額）に対する法人税額等相当額を控除して１株当たりの純資産価額を算

出すべきか（争点(1)イ(イ)）について検討する。

ア まず，平成１１年１月１２日時点のＰ４株式の評価については，当裁判

所は，評価差額に対する法人税額等相当額を控除して１株当たりの純資産

価額を算出すべきものと判断する。その理由は，原判決を次のとおり改め

るほかは，原判決７９頁３行目冒頭から同８３頁１９行目末尾までと同一

であるから，これを引用する。

(ア) 原判決８０頁１６行目から１７行目にかけての「支配している場合

との」を「支配している場合とでは，その所有形態が異なるから，両者

の所有形態を経済的に同一の条件のもとに置き換えた上で」と改める。

(イ) 同８１頁１４行目から１５行目にかけての「平成１１年２月」を

「平成１１年１月」と改める。

(ウ) 同８１頁末行の「平成１１年２月当時におけるＰ４株式」を「平成

１１年１月当時におけるＰ４株式及びＰ４が所有するＰ５株式」と改め

る。

(エ) 同８２頁８行目冒頭から同８３頁１９行目末尾までを次のとおり改

める。

「これに対して，控訴人国は，関係会社間等において非上場株式の売買

を行う場合における適正な価額（時価）の算定に上記通達を準用する場
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合の留意点については，本件譲渡１が行われた平成１１年当時，法人税

基本通達の一般的な解説書には，合理的な理由があると認められるとき

を除き，評価差額に対する法人税額等相当額を控除しないところで純資

産価額を計算すべき旨解説されており，関係会社間等において非上場株

式の売買を行う場合における適正な価額（時価）を純資産価額方式で算

定するに当たり，法人税額等相当額を控除しない取扱いは，課税実務と

して一般に定着しており，上記当時において，気配相場のない株式の売

買を行う場合の適正な価額（時価）の算定に当たって，通達１８５を準

用する際の留意点，すなわち，評価通達が定める１株当たりの純資産価

額の算定方式のうち法人税額等相当額を控除する部分が，合理的な理由

がない限り法人税課税における評価に当てはまらないということを認識

することは，一般の納税義務者にとって不可能ではなかったとし，また，

本件譲渡１の直後に行われた本件譲渡２及び本件譲渡３における価額算

定の基礎となったＰ７評価書（乙８）及び平成１１年１月１８日にＰ７

税理士が作成したＰ７評価書２において，いずれも評価差額に対する法

人税額等相当額を控除しない純資産価額方式で評価が行われていること

から，本件においては，Ｐ４株式の適正な価額（時価）を純資産価額方

式で算定するに当たり，法人税額等相当額を控除しないことが，通常の

取引における当事者の合理的意思と認められるのであり，本件各最高裁

判決の判示に照らしても，上記当時におけるＰ４株式の適正な価額（時

価）を純資産価額方式で算定するに当たり，評価差額に対する法人税額

等相当額を控除すべき理由はない旨主張する。

しかしながら，本件各最高裁判決の趣旨に照らすと，法人税基本通達

の一般的な解説書に上記のような記載があることを考慮に入れても，な

お，平成１２年課法２－７による法人税基本通達の改正前の平成１１年

１月ころに，通達１８５が定める１株当たりの純資産価額の算定方式の



- -48

うち法人税額等相当額を控除する部分が，法人税課税における評価に当

てはまらないということを関係通達から読み取ることは，一般の納税義

務者にとっては不可能と認めるのが相当であり，また，本件において問

題とされているのは，法人税額等相当額を控除して算定された１株当た

りの純資産価額が一般に通常の取引における当事者の合理的意思に合致

するか否かであって，被控訴人会社から依頼を受けてＰ５株式及びＰ４

株式の評価を行ったＰ７税理士の評価手法から，直ちに通常の取引にお

ける当事者の合理的意思を推認することはできず，他に上記認定と異な

る通常の取引における当事者の合理的意思を認めるに足りる証拠はない

のであって，結局，控訴人国の上記主張はいずれも失当というべきであ

る。」

イ 次に，平成１１年１月１２日時点のＰ４が所有するＰ５株式の評価に当

たって法人税額等相当額を控除するか否かについて検討する。乙８号証に

よれば，Ｐ４は，子会社株式として，Ｐ５の発行済全株式を所有している

と認められ，Ｐ５株式は，法人であるＰ４が有する取引相場のない株式に

該当するところ，通達１８６－３は，純資産価額方式を適用して評価会社

の所有する資産を評価する場合に，その資産に取引相場のない株式が含ま

れるときは，当該株式の評価においては法人税額等相当額は控除しない旨

定めている。これは，個人が財産を直接所有し，支配している場合と，個

人が当該財産を会社を通じて間接的に所有し，支配している場合とでは，

その所有形態が異なるから，両者の所有形態を経済的に同一の条件のもと

に置き換えた上での評価の均衡を図るには，法人税額等相当額を控除すべ

きであるという，法人税額等相当額控除の趣旨は，個人と個人が所有する

株式の発行会社（評価会社）との関係において考慮すれば足り，株式の発

行会社（本件ではＰ４）と当該会社が所有する株式の発行会社（本件では

Ｐ５）との関係において，さらに重ねてその均衡を考慮する必要はないと
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考えられるためであると解され，このことは，本件においても妥当するか

ら，本件においても，通達１８６－３を準用して，Ｐ５株式の価額を算定

するのが相当である。したがって，平成１１年１月１２日時点のＰ４が所

有するＰ５株式の評価においては，評価差額に対する法人税額等相当額は

控除すべきではないと解される。この点について，通達１８５及び通達１

８６－２に従って，Ｐ４が所有するＰ５株式の純資産価額の算出において，

法人税額等相当額を控除すべきとする被控訴人Ｐ２の主張は，評価通達の

趣旨を正解しないものであって，採用することができない。

(4) 以上を前提に，本件譲渡１の時点である平成１１年１月１２日時点にお

けるＰ４株式の評価は，別表１記載のとおり，１株当たり１３８０万１２３

４円であり（このうち，Ｐ４の資産中，Ｐ５株式の評価額及びＰ５が間接所

有する被控訴人会社株式の評価額以外のＰ４株式評価に係る算出方法につい

ては，被控訴人Ｐ２は，本件決定処分等における算出方法を争うことを明ら

かにしない。），本件譲渡１に係るＰ４株式６００株の適正な価額は，８２

億８０７４万０４００円となるから，本件譲渡１の対価である１３億８００

０万円が適正な価額に比して著しく低い額であることは明らかである。

(5) そして，本件譲渡１が，本件特約によるＰ５株式の再売買とみれないこ

とは上記認定のとおりであり，本件譲渡１により，Ｐ１が所有していたＰ４

株式がＰ１の所有から離れる際に，Ｐ４がＰ５株式を取得したこと等によっ

て上昇したＰ４株式の価値が顕在化したものとみることができるから（本件

譲渡１が履行されれば，Ｐ４はＰ５株式を被控訴人Ｐ２に再売買する義務を

負わないことことになる。），譲渡時の適正な価額と本件譲渡１の代金との

差額相当額６９億００７４万０４００円が法人税法１４２条によって準用さ

れる同法２２条２項に規定する「収益の額」として，Ｐ１の「当該事業年度

の益金の額」に算入されるものというべきである。そして，上記認定のとお

り，被控訴人Ｐ２とＰ８は，オプション②の場合に，日本の国税当局からＰ
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４株式の譲渡価額が低額に過ぎるとの指摘がある可能性があり，その場合に

は合意した価格を変更することがあり得ることを十分認識していながら，本

件譲渡１の対価を１３億８０００万円と定めていることも勘案すれば，譲渡

時の適正な価額と本件譲渡１の代金との差額相当額６９億００７４万０４０

０円は，同法１４２条によって準用される同法３７条７項に規定する「実質

的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額」に該当し，寄附金の額に

含まれることになる。

なお，この点につき，被控訴人Ｐ２は，収益の内容は，本件特約を含めた

本件契約全体の内容に従って定められるべきで，譲渡時の適正な価額と本件

譲渡１の代金との差額相当額をＰ１の収益とみたり，寄附金と認定すること

は，取引の実態を全く無視するものであると主張し，Ｐ１３教授作成の鑑定

意見書（甲４３の１）を提出するが，上記認定の本件譲渡１の内容に照らし，

前提を欠くものであって採用の余地はない。

また，被控訴人Ｐ２は，平成９年６月１１日付けで行われた被控訴人Ｐ２

からＰ４に対する本件Ｐ５株式譲渡の価額は９億０６４４万４０００円であ

り，この価額を前提とする課税処分を行っていながら，平成１１年１月１２

日付けで行われた本件譲渡１においては適正な価額でないとして課税するの

は自己矛盾である旨主張するが，本件譲渡１が，被控訴人Ｐ２からＰ４に移

転したＰ５株式と同一物を被控訴人Ｐ２に再売買する内容でないことは上記

認定説示のとおりであって，平成９年６月１１日付けで行われた被控訴人Ｐ

２からＰ４に対する本件Ｐ５株式譲渡につき低額譲渡として課税しなかった

ことの当否が，本件における課税処分の効力に直ちに影響を与えると解する

ことはできず，この点の被控訴人Ｐ２の主張も失当である。

(6) 以上認定説示したところに従って，Ｐ１の平成１１年６月期の所得金額

及び納付すべき法人税額並びに無申告加算税額を算定すると，次のとおりと

なる（別表２及び３）。
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ア 所得金額 ８１億４３４９万８８０３円

上記金額は，次の(ア)及び(イ)の各金額を合計した金額である。

(ア) 申告所得金額 ０円

Ｐ１は，平成１１年６月期に係る法人税の確定申告書を提出していな

い。

(イ) 所得金額に加算すべき金額

８１億４３４９万８８０３円

上記金額は，次の(ａ)の金額から(ｂ)及び(ｃ)の各金額を減算し，

(ｄ)の金額を加算した金額である。

(ａ) 有価証券売却収入として益金の額に算入されるべき金額

８２億８０７４万０４００円

上記金額は，平成１１年１月１２日時点におけるＰ４株式１株の価

額を法人税額等相当額を控除する純資産価額方式で算定した場合にお

ける価額１３８０万１２３４円に，Ｐ１が被控訴人Ｐ２に譲渡したＰ

４株式の数６００株を乗じて算出した金額である。

(ｂ) 有価証券売却収入に係る原価として損金の額に算入されるべき金

額 ３４１５万９３３４円

上記金額は，Ｐ１がＰ４株式を取得するに当たって支出したと認め

られる金額であり，Ｐ４株式の金額４１万１３６０オーストラリアド

ルに，平成８年３月末の電信売買相場のオーストラリアドル１ドル当

たりの仲値８３．０４円を乗じて邦貨換算した金額である。

(ｃ) 被控訴人Ｐ２に対する寄附金として損金の額に算入されるべき金

額 ６９億００７４万０４００円

上記金額は，前記(ａ)の有価証券売却収入として益金の額に算入さ

れるべき金額８２億８０７４万０４００円から，本件譲渡１に係る譲

渡価額１３億８０００万円を差し引いた金額である。
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(ｄ) 寄附金のうち損金の額に算入されない金額

６７億９７６５万８１３７円

上記金額は，前記(ｃ)の被控訴人Ｐ２に対する寄附金として損金の

額に算入されるべき金額のうち，法人税法３７条２項の規定により，

損金の額に算入されない金額である。

イ 所得金額に対する法人税額

２８億０８７４万６８１０円

上記金額は，法人税法６６条１項及び２項の規定に基づき，上記アの所

得金額（ただし，通則法１１８条１項の規定に基づき１０００円未満の端

数金額を切り捨てた後のもの）のうち，①８００万円に１００分の２５の

税率を乗じて算出した金額２００万円と，②８１億４３４９万８０００円

から８００万円を減算した金額に１００分の３４．５の税率を乗じて計算

した金額２８億０６７４万６８１０円との合計額である。

ウ 確定申告に係る法人税額 ０円

エ 差引納付すべき法人税額

２８億０８７４万６８００円

上記金額は，前記イの金額から前記ウの金額を差し引いた金額（ただし，

通則法１１９条１項の規定に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた

後のもの）である。

この場合の無申告加算税の額は，通則法６６条１項の規定により，上記計

算によってＰ１が差引納付すべき税額２８億０８７４万円（ただし，通則法

１１８条３項の規定により１万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）に

１００分の１５の割合を乗じて計算した４億２１３１万１０００円となる。

(7) したがって，Ｐ１に対する本件決定処分等は，所得金額８１億４３４９

万８８０３円，納付すべき税額２８億０８７４万６８００円及び無申告加算

税額４億２１３１万１０００円を超える部分が違法であり，取り消されるべ
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きことになる。

５ 争点(2)（被控訴人Ｐ２に対する本件納付告知処分の違法性・第１事件）に

ついて

(1) まず，本件譲渡１が，徴収法３９条に規定する「著しく低い額の対価に

よる譲渡」に当たるか否かについて検討するに（争点(2)ア），上記３にお

いて認定したとおり，本件譲渡１を本件特約によるＰ５株式の再売買とみる

ことはできず，本件譲渡１の時点におけるＰ４株式の適正な価額は上記４

(4)で認定したとおりであるから，被控訴人Ｐ２が本件譲渡１に係るＰ４株

式６００株の適正な価額である８２億８０７４万０４００円を大きく下回る

１３億８０００万円で譲り受けたことになり，既に判示したところに照らせ

ば，徴収法３９条に規定する「著しく低い額の対価による譲渡」に当たるこ

とは明らかであり，被控訴人Ｐ２は本件譲渡１の時点のＰ４株式の時価と譲

受金額との差額相当額を所得税法３６条１項に規定する「経済的な利益」と

して享受したものと認められる。

(2) Ｐ１の平成１１年６月期の滞納法人税の額は，上記４(6)で認定したとお

りであり，弁論の全趣旨によれば，本件納付告知処分時において，Ｐ１の国

内財産は僅少な銀行預金しかなく，上記滞納国税につき滞納処分を執行して

もなお徴収すべき額に不足することは明らかであると認められるから，その

徴収不足が，本件譲渡１に基因すると認められるかについて，検討する（争

点(2)イ）。

ア 徴収法３９条は，滞納者の国税につき徴収不足と認められることが，当

該国税の法定納期限の１年前の日以後に，滞納者がその財産につき行った

無償譲渡等に基因するときに，その権利取得者等が第二次納税義務を負う

旨規定している。被控訴人Ｐ２は，本件では，本件譲渡１より前には，そ

もそもＰ１には何らの国税債務も生じておらず，Ｐ１は，本件譲渡１を原

因として課税された国税自体の徴収不足が生じているのであって，このよ
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うな場合には，国税の徴収不足が無償譲渡等に基因するとはいえないと主

張するが，徴収法３９条にいう「滞納者の国税につき徴収不足と認められ

ることが，当該国税の法定納期限の１年前の日以後に，滞納者がその財産

につき行った無償譲渡等に基因する」は，当該無償譲渡等によって滞納者

の国税について徴収不足が生じた場合を含むと解するのが相当である。な

ぜなら，徴収法３９条の上記文言は，無償譲渡等が当該国税の法定納期限

の１年前の日以後に行われたものであることを要件とするのみで，無償譲

渡等の時点で当該国税が発生していることを要件としていると解すること

には無理があるし，また，主たる納税義務が申告又は決定，更正等により

具体的に確定したことを前提として，その確定した税額につき本来の納税

義務者の財産に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足する

と認められる場合に，租税徴収の確保を図るため，本来の納税義務者と同

一の納税上の責任を負わせても公平を失しないような特別な関係にある第

三者に対して補充的に課される義務である徴収法に定める第二次納税義務

の性格（最高裁昭和４８年（行ツ）第１１２号同５０年８月２７日第二小

法廷判決・民集２９巻７号１２２６頁，最高裁平成６年（行ツ）第７号同

年１２月６日第三小法廷判決・民集４８巻８号１４５１頁参照）に照らし

ても，無償譲渡等が行われる前に，滞納者に納付すべき国税が既に存在し

たか否かということのみによって，第二次納税義務に消長を来すと解する

のは相当でないからである。

イ 被控訴人Ｐ２は，徴収法３９条に規定する第二次納税義務の要件の解釈

に当たっては，民法４２４条の詐害行為取消権の要件の解釈が参考になり，

詐害行為取消権においては，その要件として，詐害行為の前に債権が存在

していたか，あるいはその発生が高度の蓋然性をもって見込まれているこ

とが要求されていると主張する。確かに，徴収法３９条による第二次納税

義務制度は，詐害行為の成否が問題となるような場面において，詐害行為



- -55

の取消しという訴訟手続によることなしに簡易迅速に租税徴収の確保を図

るために設けられたものである点で，詐害行為取消制度に類似する性質が

ないとはいえないが，同条による第二次納税義務制度は，民法４２４条を

準用する通則法４２条とは別に，明文の規定をもって定められたものであ

るから，徴収法３９条の定める要件については，その文言，趣旨に従って

独自に解釈すべきものであって，ことさら，詐害行為取消権の要件に即し

て限定的に解釈すべき理由はないというべきである。

ウ 以上のとおり，Ｐ１の滞納国税につき滞納処分を執行してもなお徴収す

べき額に不足が生じたのは，本件譲渡１に基因しないというべきであると

する被控訴人Ｐ２の主張は採用することができない。

(3) 本件譲渡１が滞納国税の法定納期限の１年前の日以後にされたものであ

ることは当事者間に争いがなく，Ｐ１の本件譲渡１によってＰ４株式６００

株を譲り受けた被控訴人Ｐ２は，その譲り受けた利益が現に存する限度にお

いて，Ｐ１の滞納に係る国税の第二次納税義務を負うものと認められる。

そこで，被控訴人Ｐ２が本件譲渡１により受けた利益が現に存する限度に

ついて検討する。控訴人国税局長は，本件譲渡１によって被控訴人Ｐ２に譲

渡されたＰ４株式６００株を，本件譲渡２によって被控訴人Ｐ２が被控訴人

会社に譲渡した代金１２１億９１７８万２８００円からその代金を得るため

に要した費用と認められる有価証券取引税１２１９万１７００円を控除し，

さらに当該Ｐ４株式取得のために要した費用として本件譲渡１の代金１３億

８０００万円を控除した，１０７億９９５９万１１００円が，被控訴人Ｐ２

が本件譲渡１により受けた利益が現に存する限度とする（甲８）。しかし，

後記７で認定したように，本件譲渡２の時点におけるＰ４株式１株当たりの

適正な価額は１４２０万０４５５円であり，本件譲渡２におけるＰ４株式１

株当たりの譲渡価額である２０３１万９６３８円を下回っており，被控訴人

Ｐ２は，本件譲渡２により，適正な価額を超える代金で譲渡したことによる
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利益を受けたものと認められるのであるから，そのような新たな譲渡によっ

て受けた利益を徴収法３９条にいう処分（本件譲渡１）によって受けた利益

と解することはできない。

本件譲渡２により，被控訴人Ｐ２がＰ１から譲り受けたＰ４株式６００株

は，被控訴人会社に譲渡され，既に被控訴人Ｐ２の下に現存しなくなってお

り，その対価としては上記の１０７億９９５９万１１００円が被控訴人Ｐ２

の下に現に存するといえるものの，本件譲渡１によって，被控訴人Ｐ２が受

けた利益は，Ｐ４株式６００株の適正な価額と売買価額の差額としての経済

的利益６９億００７４万０４００円にとどまるものと解すべきである。

(4) 上記４(6)で認定したとおり，Ｐ１の平成１１年６月期の所得金額は８１

億４３４９万８８０３円，納付すべき税額は２８億０８７４万６８００円及

び無申告加算税額は４億２１３１万１０００円であるから，被控訴人Ｐ２は，

本件譲渡１により受けた利益が現に存する限度である６９億００７４万０４

００円を納付限度額として，Ｐ１の上記国税について，第二次納税義務を負

うと認められる。

(5) 次に，本件納付告知処分が，本件所得税更正処分等とともに行われるの

は，被控訴人Ｐ２に対する実質的な二重課税といえ，課税権を著しく濫用し

たものとして，違法といえるか否かについて検討する（争点(2)ウ）。

被控訴人Ｐ２は，本件譲渡１による１つの利益について，一方では被控訴

人Ｐ２の一時所得とし，他方では顕著な低額譲渡による第二次納税義務の対

象としたことが，被控訴人Ｐ２ １人に対する実質的な二重課税といえ，課

税権を著しく濫用したものと主張する。

しかしながら，本件納付告知処分によって，被控訴人Ｐ２に課せられる第

二次納税義務は，著しく低い額の対価による譲渡である本件譲渡１によって

得た利益が存する限度で，Ｐ１の滞納国税の納税義務について納付責任を負

わせるものであるのに対し，本件所得税更正処分等は，被控訴人Ｐ２自身の
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所得について税額を確定する処分であって，全く異なる法律関係に基づくも

のであるし，第二次納税義務の制度は，主たる納税者の財産に滞納処分を執

行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときに，補充的にその

履行の責任を第二次納税義務者に負わせるものであり（補充性），第二次納

税義務者が主たる納税義務者の滞納国税を納付した場合，第二次納税義務者

は，主たる納税義務者に対する求償権の行使（徴収法３２条５項）が認めら

れているのであって，両者が二重課税に当たるものではなく，要件を具備し

た異なる法律関係に基づく課税等の処分が課税権の濫用になる余地はない。

したがって，本件納付告知処分は，本件所得税更正処分等とともに行われ

ても，被控訴人Ｐ２に対する実質的な二重課税には当たらないし，課税権の

濫用ともいえない。被控訴人Ｐ２の上記主張は採用することができない。

(6) 以上のとおり，控訴人国税局長の行った被控訴人Ｐ２に対する本件納付

告知処分のうち，第二次納税義務者として納付すべき限度の額６９億００７

４万０４００円を超える部分（ただし，納付限度額について，平成１６年１

月２９日付け審査裁決により一部取り消された後のもの）が違法であり，取

り消されるべきことになる。

６ 争点(3)（被控訴人Ｐ２に対する本件所得税更正処分等の違法性・第２事

件）について

(1) 上記認定説示したところに照らせば，本件譲渡１は，譲受時におけるＰ

４株式の適正な価額より低い対価による資産の低額譲受けに当たり，本件譲

渡１に係るＰ４株式６００株の適正な価額である８２億８０７４万０４００

円と本件譲渡１の代金１３億８０００万円との差額相当額６９億００７４万

０４００円が所得税法３６条１項に規定する「経済的な利益」といえること

は明らかである（争点(3)アイ）。

被控訴人Ｐ２は，本件譲渡１が，従来所有したＰ５株式を一時手放したも

のを再売買によって取り戻したにすぎず，新たに取得した経済的価値はない
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旨主張するが，上記３で認定した本件譲渡１の内容に照らし，前提を欠くも

ので採用の余地はない。また，被控訴人Ｐ２は，一時的にＰ５株式の預託を

行ったに過ぎない本件では，預託の間のＰ５株式の経済的価値の増加に見合

う利得は未だ実現しておらず「所得」は発生しないと主張するが，本件譲渡

１により，Ｐ１が所有していたＰ４株式がＰ１の所有から離れる際に，Ｐ４

がＰ５株式を取得したこと等によって上昇したＰ４株式の価値が顕在化した

とみれることは上記認定のとおりであって，顕在化した経済的価値の増加が

被控訴人Ｐ２に移転しているのであるから，この主張も採用の余地はない。

(2) 以上を前提に，被控訴人Ｐ２の平成１１年分の所得金額及び納付すべき

税額並びに過少申告加算税額を算定すると，次のとおりとなる。

ア 総合課税の総所得金額 ４５億８６０５万２２７７円

上記金額は，所得税法２２条２項の規定に基づき，次の(ア)から(エ)ま

での各金額を合計した金額である。

(ア) 配当所得の金額 ７億９２２７万

円

上記金額は，本件所得税申告書の配当所得の金額欄に記載された金額

と同額である。

(イ) 給与所得の金額 ３億２２２５万

円

上記金額は，本件所得税申告書の給与所得の金額欄に記載された金額

と同額である。

(ウ) 雑所得の金額 ２１４１万２０７７

円

上記金額は，本件所得税申告書の雑所得の金額欄に記載された金額と

同額である。

(エ) 一時所得の金額 ３４億５０１２万０２００
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円

上記金額は，被控訴人Ｐ２が，Ｐ１からＰ４株式６００株（適正な価

額８２億８０７４万０４００円）を低額（１３億８０００万円）で譲り

受けたことに伴い，当該株式の時価と当該譲受け価額との差額（６９億

００７４万０４００円）が所得税法３６条に規定する経済的な利益に該

当することから，一時所得として算定したものである。

なお，上記金額は上記の経済的な利益の金額から所得税法３４条３項

に規定する特別控除額５０万円を控除した後の金額に，同法２２条２項

２号の規定を適用した後の金額（一時所得の金額の２分の１に相当する

金額）である。

イ 所得控除の合計額 ２０１万６７０４円

上記金額は，本件所得税申告書の所得控除の合計額欄に記載された金額

と同額である。

ウ 総合課税の課税総所得金額 ４５億８４０３万５０００円

上記金額は，上記アの総所得金額から上記イの所得控除の合計額を控除

した後の金額（ただし，通則法１１８条１項により１０００円未満の端数

金額を切り捨てた後の金額）である。

エ 分離課税の総所得額 ３８億９８８５万０７００円

（株式等の譲渡所得の金額 ３８億９８８５万０７００円）

被控訴人Ｐ２は，本件所得税申告書に，Ｐ４株式６００株を被控訴人会

社に対して譲渡した譲渡収入金額１２１億９１７８万２８００円から取得

価額１３億８０００万円及び有価証券取引税１２１９万１７００円を控除

した１０７億９９５９万１１００円を株式等の譲渡所得の金額として申告

しているが，上記認定のとおり，Ｐ４株式を１株当たり１３８０万１２３

４円で取得したことになり，取得価額は８２億８０７４万０４００円と算

出されることになるから，譲渡所得金額は３８億９８８５万０７００円と
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なる。

オ 納付すべき税額 ２１億５２９６万９０００円

上記金額は，次の(ア)及び(イ)の合計額から(ウ)から(オ)までの各金額

を控除した金額（ただし，通則法１１９条１項により，１００円未満の端

数金額を切り捨てた後の金額）である。

(ア) 総合課税の課税総所得金額に対する税額

１６億９３６０万２９５０円

上記金額は，上記ウの総合課税の課税総所得金額に，所得税法８９条

に規定する税率（経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及

び法人税の負担軽減措置に関する法律（平成１１年法律第８号，以下

「負担軽減措置法」という。）４条の特例を適用したもの。）を乗じて

算出した金額である。

(イ) 分離課税の総所得金額に対する税額 ７億７９７７万０１４０

円

上記エの分離課税の総所得金額に２０パーセントを乗じて算出した金

額である。

(ウ) 配当控除 ３９６１万３５００

円

上記金額は，所得税法９２条の規定に基づいて計算した控除額であり，

本件所得税申告書の配当控除欄に記載された金額と同額である。

(エ) 定率減税額 ２５万

円

上記金額は，負担軽減措置法６条の規定による定率減税額であり，本

件所得税申告書の定率減税額欄に記載された金額と同額である。

(オ) 源泉徴収税額 ２億８０５４万０５８０

円
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上記金額は，本件所得税申告書の源泉徴収税額欄に記載された金額と

同額である。

カ 確定申告に係る納付すべき所得税額 ２２億５６５７万２６００円

キ 差引納付すべき所得税額 －１億０３６０万３６００円

被控訴人Ｐ２は，本件所得税申告書により納付すべき税額２１億５２９

６万９０００円を超えて申告し，これに従った所得税を納めていたことに

帰する。

(3) したがって，その余の点を判断するまでもなく，本件所得税更正処分等

は，本件所得税更正処分は本件所得税申告書に記載された額を上回る部分に

つき違法であり，また，本件所得税更正処分に係る過少申告加算税賦課決定

処分も違法であって，いずれも取消しを免れないというべきである。

７ 争点(4)（被控訴人会社に対する本件法人税更正処分等の違法性・第３事

件）について

(1) まず，Ｐ７評価書に基づいて定められた譲渡価額が，本件譲渡２及び本

件譲渡３の時点におけるＰ４株式の適正な価額といえるかどうかについて，

検討する。この点については，①本件譲渡２及び本件譲渡３の各当事者が，

利害関係の相反する独立した第三者の関係にはないことを重視して，評価通

達に基づいて，譲渡時点における適正な価額（時価）を評価する必要がある

のか，あくまで，私的自治を尊重し，売買当事者が定めた売買代金をもって

適正な価額と認めるべきであるかという点，②仮に評価通達に基づいて評価

する場合に，評価時点を本件譲渡２及び本件譲渡３の行われた日である平成

１１年２月２日の時点とするのか，株式の取引において，取引の日に価額を

決めるということは，通常では考えらないことから評価に必要な合理的な期

間を考慮するのかということが問題となるが，これらの点について，仮に，

控訴人江東西署長の主張を前提として，平成１１年２月２日時点のＰ４株式

の適正な価額を，評価通達に従って算出するとして，控訴人江東西署長の主



- -62

張するＰ４株式の純資産価額（別表５）を基礎として（ただし，簿価純資産

価額については，控訴人江東西署長は，Ｐ７評価書記載の価額を争っていな

いと認められるので，その価額を採用する。），上記４で説示したとおり，

通達１７４の(1)ロを適用し，Ｐ４株式の評価において，評価差額に対する

法人税額等相当額を控除し，Ｐ５株式の含み益に係る法人税額等相当額を控

除しないこととして，Ｐ４株式１株当たりの純資産価額を算定すると，次の

とおり，本件譲渡２及び本件譲渡３の時点におけるＰ４株式１株当たりの適

正な価額は，本件譲渡２及び本件譲渡３におけるＰ４株式１株当たりの譲渡

価額である２０３１万９６３８円を下回るものと認めることができる。

ア 時価純資産価額 １７２億００８１万７０００円

イ 簿価純資産価額 １７億５２９４万７０００円

ウ 評価差額 １５４億４７８７万００００円

エ 法人税額等相当額 ７２億６０４９万８０００円

オ 法人税額等相当額控除後の額 ９９億４０３１万９０００円

カ 発行済株式数 ７００株

キ １株当たり純資産価額 １４２０万０４５５円

そうすると，上記①，②の点について判断するまでもなく，本件譲渡２及

び本件譲渡３に係るＰ４株式計７００株の譲受け価額が適正な価額に比して

低額であるということはできないから，本件法人税更正処分において受贈益

として益金の額に算入された金額である２９億７７０６万９９００円は，益

金の額に算入することができない。

(2) 以上に述べたところに従った被控訴人会社の所得金額及び納付すべき法

人税額並びに過少申告加算税額の算定は，原判決８４頁末行冒頭から８７頁

３行目までに記載のとおりであるから，これを引用する。

(3) したがって，被控訴人会社に対する本件法人税更正処分等は，所得金額

５５５億２１１６万５８３９円，納付すべき税額２１４億３８０３万６２０
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０円及び過少申告加算税額１６９万１０００円を超える部分が違法であり，

取り消されるべきことになる。

８ 以上によれば，原判決が，第４事件及び第１事件の被控訴人Ｐ２の請求を全

部認容したのは一部失当であるから，上記判示内容に従って原判決主文１項，

４項を変更することとし，原判決が，第２事件の被控訴人Ｐ２の請求を全部認

容し，第３事件の被控訴人会社の請求を一部認容したのは正当であり，控訴人

渋谷署長及び控訴人江東西署長の各控訴はいずれも理由がないから，これらを

棄却する。

東京高等裁判所第５民事部

裁判長裁判官 小 林 克 已

裁判官 綿 引 万 里 子

裁判官 中 村 愼


